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ま え がき

我が国の学問，文化の水準の維持，向上，若手研究者の養成，国際交流の促進に旧設大学院の

果たしてきた役割は大きい。しかし発足以来30年を経て，その間の改善，拡充の努力にもかかわ

らず，多くの問題点，改善すべき点が指摘されている。国立大学協会では，平野龍一会長（当時）

の発案により，旧設大学院の改善に関し検討することとなり，大学院問題特別委員会（委員長金

子曽政（当時)，に，旧設大学院の改善に関する小委員会を設けて，この問題を検討することにな

った。委員会の委員は下記のごとくである。

委員長田中健藏（九州大学長）

委員布施鉄袷（北海道大学教授）

石田名香雄（東北大学長）

下沢隆（埼玉大学教授）

森亘（東京大学長）

岸源也（東京工業大学教授）

種瀬茂（一橋大学長）

飯島宗一（名古屋大学長）

藤澤令夫（京都大学教授）

金森順次郎（大阪大学教授）

宮島寛（九州大学教授）

小委員会は昭和58年11月発足以来，月１回の割合で委員会を開き，精力的に旧設大学院の現状

解析のための調査を行うとともに，二十一世紀へ向けての大学院の存在意義とそのあり方などを

検討し，具体的提言については，現下の諸情勢を考慮して，実現可能と考えられるものに絞って

検討した。この間のいきさつは，国大脇会報（第103～108号）に，本委員会の議事録として報告

されている。

本委員会の調査にあたり，９つの旧設大学の学長はじめ関係者の方々の多大のご協力をいただ

いたことに深謝する次第である。

なお，大学院財政等に関しては，国大脇第６常置委員会でご検討いただいた。

各研究科における問題とその対応に関しては，委員が分担して検討したが，法学研究科に関し

ては東京大学平野龍一学長（当時)，医学研究科に関しては東京大学高久史暦教授，歯学研究科

に関しては九州大学長谷ﾉ||一夫教授，薬学研究科に関しては九州大学'1､嶋正治教授にご協力いた

だいた。記して謝意を表する次第である。

また，本委員会の検討の間に，文部有大学院問題調査研究会議と行った合同討議は大変有意義
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なものであった。

さきにも述べたように，我が国の学問研究水準の向上や，若手研究者の養成における大学院の

役割は非常に大きい。旧設大学院の拡充改善を行うことは，国立大学に大学院の新設を行うこと

とともに，二十一世紀を目指す我が国の高等教育を考える上での緊急事項である。本報告がその

ために少しでも参考になれば幸甚である。
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我が国において，戦後の教育改革以後，大学院は，「学術の理論及び応用を教授研究し，その

深奥を究めて，文化の進展に寄与すること」を目的とする，我が国最高の教育研究機関として位

置づけられた。爾来30年余にわたり，大学院は，人文科学，社会科学及び自然科学の広汎な領域

全体にわたる学術研究の中心として実質的に機能し，また，これらを将来において中心的に担う

研究者を養成し，確保し，学術研究の基盤の形成，強化に努め，今日の我が国の学術文化の形成

と発展ならびに国際交流の促進に多大な貢献をしてきた。しかしながら，新制大学院設置当時か

ら，学部組織の上に上乗せした型で発足した関係で，独立した大学院教官は殆んどなく，研究予

算面でも学問の進歩に追随するには必ずしも十分ではないなど，不完全，不十分なところがあっ

た。しかしいわゆる旧設大学院の自助努力，文部省当局の理解ある配慮などにより，ようやく前

述のような実績をあげることができたが，大学の自助努力も限界に達したと考えられる。

さらに，近時，科学技術の急速な進展と国際化の深化に伴い，我が国独自の独創性に富む成果

を生み出し得るような学術研究基盤の強化と，活性化を求める要請が急速に高まっている。また

学術研究の高度化，専門分化等の進行に伴い，学術研究の内部からも学際領域，複合領域や総合

的な方法により取り組まなければならない課題などが新たに登場している。これらの学術研究を

めぐる内外の諸事･情の変化を考えるとき，いわゆる旧設大学院の体制と条件の整備の必要性が痛

切に感じられる。

かかる時にあたり，我が国の学術の中心たる大学院について抜本的に見直し，その質的充実方

策を検討することの必要性は改めて言をまたない。

このような観点から，これまで，文部省，日本学術会議，学術審議会，財団法人大学基準協会

等各方面から，大学院のあり方について種々の提言や意見が提示されているが，一方，大学は，

大学独自の立場から大学自身の問題として，これらのあり方についての検討に自発的に取り組む

責務があると考える。

国立大学協会は，かかる認識に立ち，新しい大学院設置基準に基づく大学院の拡充整備につい

ての検討を続けると同時に，いわゆる旧設大学院についても，その問題点を見直し，改善，充実

方策について検討を行う必要を認めた。本小委員会は，このような経緯の下に，昭和58年11月発

足し，我が国の高等教育，研究水準の向上，若手研究者の養成のあり方との関連で，前記“旧設

大学院”を対象に種々調査を行うとともに，委員会での討議を通じ，今回，以下の報告を取りま

とめた。取りまとめにあたっては，理想を掲げるとともに,特に提言のまとめにあたっては,現下

の財政事情等を勘案し，実施可能な質的充実方策を探ることに留意した。本報告の意のあるとこ

ろを関係方面が理解され，大学の自発的な活性化へ向けての努力にご協力頂ければ幸いである。
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Ｉ旧設大学院の現状とその改善

１旧設大学院の内容

若手研究者の養成機関としてのいわゆる旧設大学院（以下「|日設大学院」という）の教育研究

指導内容の現状は，各学問分野ないし研究科によって事情は極めて多様であり，これを一般化し

て論ずることは困難である。しかし，その実態に即しつつもできるだけ一般化の方向で，その入

学状況，教育研究指導のあり方，学位授与の問題，国際化への対応等の現状とその改善の状況に

ついて検討を行った。

本小委員会での調査の対象大学は，北海道大学，東北大学，東京大学，東京工業大学，一橋大

学，名古屋大学，京都大学，大阪大学，九州大学の９大学である（表１）。調査は昭和59年５月

に，昭和49年，５４年，５９年入学の大学院学生を中心とし，一部，その他の年度の大学院入学者及

び関係予算等についても行った。なお各研究科の問題点については，主要なものを中心に検討を

行った。

表１調査大学院の一覧表

名科究研記号｜大学名

‘｜…大挙|蕊欝鴬教………，……,雌蘂
Ｂ｜東北大学｜文学,教育学,法学,経済学,理学,医学,歯学,薬学,工学,腱学

崖学政治学，社会学，経浮

ir学．教育学。法学、経済学，理学，ビ

琵済学２理学，匡字，楽

淫済学，理学，医学，歯学，薬

睦済学，理学，医学，麓

（ａ）大学院学生の定員充足状況

旧設大学院の各研究科ごとの入学状況を昭和49年４月，昭和54年４月及び昭和59年４月につい

てみると別表１のとおりである。
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うち，大学院前期課程（修士課程）については，学生現員が49年度総計で4,778人であったも

のが，５４年度には５，２１６人，５９年度には6,130人と，ほぼ10年間に1.28倍に増加した。また，そ

の定員充足率も49年度81.2％であったものが，５９年度には92.3％に上昇している（別表１，２)。
大学院後期課程（博士課程）については，学生現員は49年度2,096人，５４年度2,131人，そし

て59年度には2,350人と着実に増員しているが，定員充足率は49年度57.0％，５４年度52.3％，５９
年度56.0％と，ほぼ横ばいの傾向を示している（別表１，２)。

各研究科ごとにみると，文学，人文学，教育学では特に博士課程の定員充足率が高く（文学で

59年度105.3％)，ほぼ100％に達している。理学，薬学，農学等も77％以上を維持し，安定した
充足率を保っている。工学系は，修士課程は極めて高い（59年度123.7％）が，博士課程になる

と30％台に下がる。法学，経済学等の分野では，修士課程，博士課程とも30％台以下の低い率を
示している。なお59年度において，医学は58.9％，歯学は36.2％の充足率である。

（ｂ）教育研究指導

今日の大学院における教育研究指導上の問題として比較的共通に指摘されている事項は，研究

指導上のdisciplineが専門分化しすぎて，視野の狭い応用能力に欠ける研究者を養成していない
かということである。

この点について旧設の大学院の実情を見ると，各大学ともカリキュラムの編成，単位，その他
の研究指導上，かなりの工夫がなされつつあることがわかる。

すなわち，資料１に示すように「教官のグループ研究体制の中に大学院学生を含め指導してい

る｣，「学生１人当り複数指導教官制を行っている｣，「選択制の副ゼミナールを実施し，できるだ

け複数教官の指導を受けさせている｣，「国内他大学院，研究所等や外国の大学・大学院での研究

指導を認定している」等の試みが行われており，また今後の改善の方向として，「専攻毎の必要

性に応じて，必修単位数を弾力化する｣，「研究グループ間の交流が今後の課題となる｣，「主とし

て現在研究室単位で横の連絡を行っているが，更に各専攻間の横の連絡をとる指導を必要とす

る」などが指向されており，各研究科がそれぞれの特色を踏まえ，自発的改善の道を模索してい
る実情がうかがえる。

（の学位

博士課程入学者の学位取得率についてみると，各研究科全体の平均は，４９年度入学者の10年後

の59年４月現在では56.2％（別表３－１，４），５４年度入学者については59年４月現在で47.0％と

なっている（別表３－２，４)。各研究科の比較では別表３－１，３－２，４に示すとおり，薬学，

理工学，歯学，医学でほぼ80％近くに及ぶ高率を示しているのに対し，文学，法学，経済学等で

は極めて低率を示し，自然科学系と人文・社会科学系とでは際立った隔たりがある。この傾向は

54年度入学者についてもほぼ同様であり（別表４），特に人文・社会科学系の分野において，新し

い学位の概念が定着していないことを示している。
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このことから，改善の方向として，当然例えば「課程博士取得が一般的な傾向となるよう既設

大学院文学研究科間の合意が得られることが望ましい｣，「課程博士をもっとつくるよう指導強化

する｣，「特に博士の学位を所定の年限で取得できるよう運用する｣，「学系間の格差を是正する｣，

「課程博士の養成を積極的に行うため，認定論文の積み重ねにより学位論文につながるような位

置づけをしたい｣，「学問の性格上比較的実行が期待できそうな分野を突破口として課程博士の学

位取得ができるよう努力したい」等の改善の方向が示されている。これらを実効あらしめるため

には，なお関係の各分野において，博士の学位が歴史的，社会的にどのように位置づけられ，評

価がなされてきたか，また，今後の学問の国際化，外国人留学生の受入れとの関係など社会的な

動向を見定めつつ，検討，改善することが必要と考えられる。

なお，学位に関連し，授与資格の在学年数は博士においては〆特に優れた研究業績をあげた者

についての２年短縮が制度上認められているが(文部省令)，更に課程修了年限の弾力的運用を考

えている意見が見られた。これらは特に工学及び医学において検討されており，例えば学外での

研究継続を認めるなど，修学形態や修業年限の短縮などに多様化，弾力化を図ることが，学術研

究の推進，後継者養成の観点からも積極的に検討されるべき課題と思われる。

（。）国際協力・交流

この問題は自明のことであるが二つの側面を持つ。一つは留学生の受入れであり，第二は我が

国若手研究者の国際交流の促進に伴う問題である。

これまでの外国人留学生の旧設大学院への受入れ状況をみると，別表７－１，７－２に示すよう

に昭和49年４月には，総計158人（うち修士課程90人，博士課程68人)，５４年４月に229人（うち

修士課程113人，博士課程116人)，そして59年４月には566人（うち修士課程325人，博士課程241

人）と，ほぼ10年間に3.58倍に急増している。研究科別では，昭和59年４月入学者についてみる

と，工学198人で最も多く，次いで農学107人，理工学48人，文学36人，理学36人，医学28人，総

合理工学23人の順である。

留学生の受入れ問題は，言うまでもなく今日国策として進められているもので，その数は二十

一世紀初頭には10万人，うち大学院学生３万人，うち国立の大学院学生２万人という目標値が掲

げられており，急激に増加することが予想される。しかしながら，これらの大学院学生受入れを

めぐって，入学許可条件，教育研究指導，学位授与，生活援助面等に種々問題がある。

まず，入学許可に関し現在取られている特別な配慮としては，「募集，入試に別枠を作って受

け入れやすくしている｣，「入試の際，若干の点で日本人より緩和している｣，「特別選考の実施」

などが一般的と言えよう。

教育研究指導面においては，「研究留学生特別コース（日本語教育及び英語による授業）の実

施｣，「教官による個人指導の実施」などが独自に行われており，更に「日本語，日本事情，社会

科学基礎概論の修得を促進する必要がある」とされており，特別の指導体制ときめ細かな配慮の

必要性を示唆している。また，留学生のための研究室の増設も望まれる。

４



学位問題については，論文は，理系では国際的用語である英語での作成を認めているところが

多く，日本語での作成を認めていないところもある。しかし，文系では「日本語での作成のみを

認める」場合と，「日本語または英語の作成を認める」とに分かれている。これをどのように考

えるかは，専門分野の性格により異なろうが，学術研究の国際性という基本的特性に鑑みて，国

際的に通用する言語によるものをも認める方向が望ましいと考えられる。

学位についてより困難な問題は，留学生の在留期間中に，目標とする学位取得ができるよう，

いかにして研究能力を向上させるかであり，このためには受入れ方法，教育方法の開発充実はも

ちろんのこと，施設，設備，指導体制の整備充実が緊急な課題であろう。昭和49年４月に博士課

程に入学した68名中51名が昭和59年４月現在で学位を取得しているが（別表８－１），昭和54年４

月に入学した１１６名については，昭和59年４月現在で79名68.1％が学位を取得している現状であ

る（別表8-2)。文系研究科での学位取得率が低いのは，日本人大学院学生の場合と同様である。

外国人留学生の修学後の動向をみると，別表８－１，８－２に示すように，大学等の教員や官公

庁に勤務している者が多い。

生活面については，まず宿舎問題の解消が先決である。急増する留学生に我が国での生活体験

に不満を残さないよう適切な配慮が必要である。

他方，我が国の若手研究者の海外交流等の問題は，国際化の時代を迎えた我が国学術研究の進

展にとって極めて重要な課題である。このことに関しては，各大学とも特に積極的に取り組もう

という姿勢がうかがわれる。「シカゴ大学，ＵＣＬＡと協定し単位互換を行っている｣，「西ドイ

ツ，フライブルク大学との交流協定により，単位互換を行っている」等の学生派遣のほか，「姉

妹校，オレゴンサイエンス大学などと研究指導者の相互交換｣，「外国人研究生制度を設け外国人

学生の受け入れを図D，学生間同志の交流に資している」ものなど多様な形態の交流が行われつ

つあり，今後規模の拡大，交流に必要な条件の整備等課題は多い。

（ｅ）社会人の受入れ（再教育）

民間の研究所や国立試験研究機関では，独自に多数の研究者を育成しているが，近年これらの

研究機関にあっても研究者により広い視野を身につけさせ，あるいは系統的な研究指導を受けさ

せるなどのため，大学院における再教育制度の充実への期待が高まっている。

一方，大学院の側では，研究生，専修生，受託研究員生等としての受入れは一般的であるが，

正規の学生としては「59年度から後期課程への有職者（企業）の入学を認めている｣，「地方自治

体からの派遣を認めている」など，そのケースは多くはないが，今後の方向としては，「積極的

に迎えるよう努力する必要がある｣，「学士入学に準ずるかたちの自由な入学制度を図るなど活

発に取り組むよう考えている」等，概ね積極的である。しかし実績に乏しく，社会的要請の具体

的内容，例えば入学希望者の量，修学可能年限，身分上の位置づけ等について具体的な調査研究

が必要である。
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（ｆ）学際大学院等

「人間科学研究科，基礎工学研究科」などの新しい構想による大学院が設置された。またいく

つかの研究領域にまたがる学際領域を攻究する研究者の養成は，かねてから大学側においても重

視されてきた課題であり，このため前述の教育研究指導等の項においても示したように，各種の

対応措置が講じられている。また，そのための体制の編成に関しても旧設大学院において，環境

科学研究科，総合理工学研究科，総合文化研究科等新しい構想の大学院，異なる研究領域にまた

がる学際大学院などが整備され，これらの成果が今後期待されるところである。

しかし，一方で医歯系研究科と他の研究科では，入学資格，修業年限に相違があり，これら両

者間の学際領域における研究者の養成体制の改善を検討する必要がある。

（９）大学院制度等の弾力的運用，活性化

今日の大学院制度は，戦後の教育改革の一環として行われた学校教育法及び学位規則の制定に

基づき発足し，昭和49年以降における大学院設置基準の制定，学位規則の一部改正及び学校教育

法の一部改正によって，制度的な基盤が確立され，また，体系的な整備がなされたものである。

これらの歴史的歩みは他面，制度の弾力化，自由化の性格を帯びている。すなわち，昭和49年

以降の前記各法令の改正によって，

①修士課程の目的について，従来の「研究者養成の一段階」としての目的のほか，「高度の

専門職業教育」等も含められ，その幅が広げられた。（昭49.6.20）

②博士について，その水準を「研究者として自立し得る能力水準」とされ，課程博士の趣旨

がより明確にされた。（昭49.6.20）

③博士課程の修業年限については標準５年であるが最短３年まで短縮することができるよう

になった。（医歯については標準４年，最短３年）（昭49.6.20）

④大学院の編成についても，５年一貫とすることも，これを前期２年（修士課程）後期３年

（博士課程）の積み上げにより実施することも可能とされた。（昭49.6.20）また，後期３

年のみの博士課程の編成も可能となった。（昭51.5.25）

⑤大学院の組織編成において，特定の学部に基礎を置き，編成されるもののほか，広く学内

の学部，研究所と協力し，独立の組織を設けることもできることとなった。（昭51.5.31）

⑥博士課程の最低取得単位を50単位から30単位に減じ，制限の緩和がなされた。（昭49.6.

20）

⑦研究指導や学位論文の審査において，他の大学院，研究所等の協力を得ることができるよ

うになった。（昭49.6.20）

などである。

上記現行制度に照らし，例えば，修業年限の短縮（工学系研究後継者の確保の必要から）等各

種の問題について制度上さらに弾力化する必要についてみると，一部，医学・歯学の分野と他の

分野の大学院研究科における学生の入学資格，修業年限の相違により，これら両者間の学際大学
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院研究科等の組織編成を困難にしている事例以外には，いずれも現行制度の枠内で十分実施可能

であろう。

ひっきょう，大学が，現行制度の運用について，その趣旨を生かし，独自の工夫を凝らすなど

大学の自助努力によって，改善，活性化を図ることが緊要であり，これらの努力の積み重ねによ

り，各学問分野による相違の多様性を尊重しつつも，国内外に開かれた質的に充実した大学院づ

くりを指向することが必要である。

その際，特に国際的視野から各分野の学問研究の動向を見きわめ，また社会の変化など時代の

趨勢に対応して，その組織，研究・教育の内容，方法等を見直し，自ら改善，活性化を図る必要

がある。さらに研究・教育活動について，多角的な評価の方法を開発することが必要である。

２．１日設大学院学生及び修了者の実態と処遇

（ａ）大学院学生の動向

旧設大学院の大学院学生の定員に対する現員の充足状況は，さきに１－(a）でも述べたとおり

であるが，特に，後期課程（博士課程）について，昭和49年度，昭和54年度及び昭和59年度の入

学者をみると，総計平均で，その率（定員充足率）は，それぞれ57.0％，52.3％及び56.0％であ

る（別表２)。研究科別では，特に文学，人文学，教育学等人文系の分野において100％内外の高

い充足率を示すのに対し，法学，経済学，商学等社会科学系では，それぞれ26.1％，33.3％及び

28.6％（いずれも昭和59年４月入学者）という低率にしか達していない（別表２)。理学，薬学，

農学等の研究科においては，前記両者の中間に位置し，それぞれ，77.9％，81.4％，77.5％と比

較的高い充足率を示している。工学系では，前期課程（修士課程）での定員充足率は極めて高い

が（工学123.7％，理工学118.1％，総合理工学94.9％，基礎工学162.1％)，後期課程(博士課程）

への進学者は低く，定員充足率30％台となっている（別表２)。

これら大学院学生のその後の動向について，昭和49年４月博士課程入学者2,096人についてみ

ると，５９年４月現在において学位取得者は1,177人で，入学者の５６．２％にあたる（別表４)。ま

た，同入学者のその後の進路については，５ａ0％にあたる1,174人が大学等の教員に，民間企業

へ16.5％（345人)，官庁・研究所・公立病院などへ12.2％（255人）が就職し，およそ1.9％にあ

たる39人がなお，大学に残っている(いわゆるオーバードクターのことについては次項で述べる）

（別表３－１)。

これらの動向について，更に昭和54年４月博士課程入学者2,131人についてみると，およそ47.

0％の1,001人が昭和59年４月現在で学位を取得し，また，入学者2,131人のその後の進路は，そ

の37.5％（799人）が大学等の教員として，民間企業へは16.8％（358人)，官庁・研究所・公立

病院へは14.3％（305人）が就職し，１６．６％にあたる354人がいわゆるオーバードクターとして大

学に残っている（別表３－２)。

このことを昭和49年度入学者の動向と比較してみると，民間企業就職者及び官庁・研究所・公
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立病院就職者の率は，ほぼ横ばいであるが,大学等の教員として就職した者の数がおよそ'375人

程少なく，その数は，いわゆるオーバードクターとして残っている者の数(354人）に匹敵する。

研究科別では,大学等の教員として教育研究者の後継者となる者が多いのは,昭和49年４月入学

者については，法学，経済学，教育学，文学等人文・社会科学系で，入学者のほぼ80％以上とな

っているが，理学，医学，工学等では50％前後となっている。しかし，このことを昭和54年４月

入学者についてみると，人文．社会科学系についても大学等の教員になる者の率は，５０％前後に

落ちている。いわゆるオーバードクターの多い分野は，昭和54年４月入学者について，昭和59年

４月現在でみると，教育学（35.5％)，経済学（30.3％)，農学（26.0％)，文学（23.4％)，理学

（22.8％）である。

なお，同一研究科においても大学によって大学院修学後の実態が異なる。例えばＣ大学とＤ大

学の法学研究科では,前者では大学等の教員になる者が,後者では民間企業に就職する者が多い。

（ｂ）いわゆるオーバードクターの実態と処遇

国立大学における旧設大学院は，従来若手研究者養成の中心として大きな役割を果たしてきた

が，その修了者に関して比較的安定した需要・供給関係が存在していた。しかし，昭和50年代に

入って，国・公・私立大学における教官空席の補充完了とともに国・公・私立大学講座増の停

滞，加うるに定員削減等により，教官一般の平均年齢の上昇ならびにオーバードクター増加の状

況が生じてきたといえよう。

博士後期課程在学及びその課程修了（通常27歳）後の数年間は，若手研究者として創造的研究

活動に取り組み，また学際的な広い視野を養い，最終的に当人にふさわしい定職の場を得るため

の最も重要な時期にあたる。

しかし，この期間の若手研究者の研究条件・生活条件は，現状では必ずしも十分に安定したも

のが確保されているとは言い難い。そして，その一つのあらわれはいわゆるオーバードクター問

題である。

オーバードクターの定義は一定せず，この用語を使用する立場や専門分野によってその内容を

異にしており，工学，医学，歯学ではオーバードクターの問題は殆んど存在しない。本委員会で

は，とりあえず「博士号取得者及び博士課程満期退学者で，なお大学で研究に従事している者」

とすることとして論を進める（なお，オーバードクターの実態調査にあたっては，博士課程の最

短修業年限を超えて，なお博士課程に在学する者を含めた)。前述のように，オーバードクターの

多い分野は，教育学，経済学，農学，文学，理学である。社会の大学院についての考え方，受け

止め方や学問研究分野別の人材需給関係によって，時代的に分野別の実態にも変化がみられる。

一般にオーバードクターの研究条件は厳しく，また生活は不安定である。このことは若手研究者

養成上の問題として見逃すことができないが，一方，オーバードクター側にもどの程度の「選り

好み」等が存在するのか，その実態について不明の部分も存在している。また，特に自然科学系

では，助手の高齢化が生じており，これも若手研究者養成上，重要な問題となっている。自然科
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学系では，助手は各研究組織の中において重要な任務を分担しているとともに，大学院及び学部

学生の研究指導の一部を委ねられている。この助手層の高齢化が進んでいるのが実情である。

かくのごとく,いわゆるオーバードクター問題と助手高齢化問題は,若手研究者の養成・確保に

関して発生している重要問題である。若手研究者の養成・確保の問題を検討し，それに対する施

策を考案するにあたっては，これらを含めて総合的に考える必要があり，一方，長期的視野に立

った対応策が必要であるとともに，当面の問題に対する中期・短期的の対応策を考えねばならな

い。すなわち，博士後期課程において，研究テーマに限定することなく，広い学問的知識を，あ

るいは脱専門的知識を得るように指導することも重要である。

なお，研究生，奨励研究員として大学に在籍する者の数は昭和59年４月現在では，別表６に示

すとおりである。

（ｃ）博士後期課程在学生の奨学制度等

日本育英会の奨学金制度は，今日に至るまで，日本における教育の発展，研究者養成，確保に

大きな貢献を果たしてきた。欧米では給費制度が発達し，奨学制度の主要部分をなしている。こ

れに対し，日本育英会のものは貸与制度である。

今般，文部省は昭和60年度から博士課程在学者に対しても，日本学術振興会に「特別研究員」

制度を新設し，研究奨励金の支給を進めている。これについては，次項（d）において述べる。

この制度の意義は極めて大きいのであるが，現状からみればなお不十分である。したがって博

士後期課程在学生の奨学制度は，大部分，日本育英会の貸与制度によらざるをえない。このため

に返済の負担が大きい。しかし一方，「奨学金とは何か」を改めて考え直し，真に与えられるべ

き者に与えられているかどうかについても検討する必要があろう。これらのことは根本的な問題

であるが，当面の方策として返済猶予の条件緩和を図D,負担の軽減を図ることは考慮に値する。

また，博士後期課程在学生の生活の安定と研究条件の確保のため，授業料免除制度を拡充する

ことが望ましい。

（。）特別研究員制度

博士後期課程在学及びその課程修了後の数年は，研究の遂行や実力の掴養においても，最も重

要な時期である。優秀な研究者を確保するためには，この時期にある研究者の生活の安定と研究

条件の保障を図ることは極めて大切なことで，それを目的としたFellowship制度（特別研究員

制度）は，大変重要な意義を持っている。

日本学術振興会の奨励研究員制度は，博士課程修了者に対して，研究の継続を可能ならしめる

制度として，極めて重要な役割を果たしてきた。しかしその採用率は低く，またその期間も，ほ

とんど１年間で，これでは若手研究者養成にとっては不十分である。

前項でも述べたとおり文部省は，学術審議会の答申（昭和59年２月６日）に基づき，昭和60年

度から，日本学術振興会に「特別研究員」制度を新設し，同振興会の奨励研究員制度を発展的に
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拡充した。また,この制度によれば,これらの研究員に採用された者に対しては，科学研究費申請

資格をも認めており，若手研究者の養成・確保にとって，従来の方式から一段と発展した制度と

して，極めて大きな意義を持つものと高く評価すべきものと考える。しかしながら，計画によれ

ば，昭和60年度を初年度として，５年後の完成時には，年500人を採用するものとなっており，

この総数を単純に各分野別に配分すると，各分野の割当数は極めて少数となり，若手研究者の現

状からみて，なお不十分であることは明らかである。今後一層の充実が望まれる。

その充実にあたっては,前述の大学院奨学金制度との関連を考慮しつつ,学術研究の発展に応じ

た若手研究者の養成・確保とともに，研究者の長期的需給見通しをも勘案しなければならない。

（ｅ）TeachingAgsistant等

アメリカでは，TeachingAssistantあるいはResearchAssistantとして，大学院学生をパー

トタイムで雇用し，それが同時に彼等にとっての研究条件確保の役割を持っている。我が国でも

実情としては，博士後期課程在学生やオーバードクターが，研究･教育体制の－部を担っており，

あるいは非常勤の形態で，多様な高等教育機関の授業を担当している場合もある.このような状

況を考えるとき，我が国でもTeachingAssistantに類する形態を制度化し，大学院学生あるい

はオーバードクターを，学部あるいは大学院の教育の補助者として雇用し，役務の対価を支払

い，これらの者の研究する条件の向上を図るとともに，これらの者に対する教育体験からする資

質の向上を図ることは検討に値する問題である。また，このような措置は増加する留学生教育の

体制の強化にも資することが期待される。

（ｆ）助手定員の拡充

助手定員はしばしば講座増設に際しての振替え源とされ，さらに最近では定員削減の影響を受

け，不完全講座がますます増加している。そして助手の平均年齢も上昇している。このことは，

若手研究者の養成・確保にとっても，また研究・教育体制の維持，発展にとっても，重要な阻害

的影響を及ぼしている。助手定員の拡充が必要であることは明らかである。

助手定員の一部を期限つき（例えば１～３年の任期で）とする制度は，文学，法学，経済学な

どの一部大学院ではすでに申し合わせとして実施されているが，このような運用は，若手研究者

の養成・確保のために有効な方策の一つであろう。ただしこの場合には，当事者をはじめとする

周囲の納得とともに任期の厳格な遵守が必要となり，そのための方法を検討する必要がある。そ

して，この場合にも助手定員の必要なことは勿論である。なお一部大学において，大学院学生よ

りは助手を後継者養成の手段としているところがあるが，この点は大学院の改善という立場より

すると検討を要する課題である。

（９）科学研究費，旅費，外国留学

博士後期課程在学生及びオーバードクターは,科学研究費の面で研究者として扱われていない。
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また，学会出席や調査のための旅費も支給されていないし，大学院経費以外には個人当りの研究
費も支給されていない。

文部省は，前述したように，昭和60年度に「特別研究員」制度を新設した。そして，この特別

研究員採用者には，科学研究費補助金の申請資格を与え，研究費の支給が配慮されている。この

ことは,若手研究者の研究条件の改善や研究意欲の高揚に大きな意義を持っていると考えられる。

しかしながら,その人員は極めて限定されており，なお不十分である。前にも述べたように博

士後期課程在学生やオーバードクター的若手研究者は，学生というよりはむしろ研究者として位

置づけられるべき性格を持っており，したがって科学研究費や学会出席，調査のための旅費の支

給についても配慮し，その方法について検討する必要がある。若手研究者にとってこれらの支給

は，その資格付与とともに研究条件の保障の上でも意義があると思われる。

若手研究者が海外に留学し，国際的に修練，研究の交流・協力を行うことは，今後一層重要と

なる。日本学術振興会による海外特別研究員制度は，若手研究者の海外留学のためにもさらに充

実されるぺきである。また，在外研究員，国際学術研究集会，海外学術調査等においても，若手

研究者の参加について配慮され，その方法について検討するよう望まれる。

（ｈ）大学院学生の宿舎

大学院学生は，種々の点で学部学生と異なるが，特に研究活動を中心として生活しているとい

えよう。したがって学部学生とは異なる居住条件を必要としている。現在では，大学院学生用の

宿舎の制度はない。そこでまず，大学院学生の研究生活にふさわしい居住条件を備えた宿舎の建

築基準を設ける必要があり，それに基づいた大学院学生用宿舎の設置を考える必要がある。な

お，諸外国においては，大学院学生用の宿舎の整備は，当然のこととして進められている。

更に大学院学生の宿舎の整備は,外国人留学生の受入れのための整備とも共通する問題である。

3．旧設大学院の予算等

学術研究の進歩，社会の複雑高度化に伴い，大学院の制度も多様化する中にあって，特に旧設

の大学院については，教育研究のための施設設備等について，その体系的な整備を図ることから

財政的な基盤を確立する必要がある。

この施策を実施していくに際しては，計画的整備の方向と内容に沿って，特に次のような諸点

について適切な配慮が必要である。

（ａ）基幹経費

大学院の予算を一般学部の予算と区分して独立計上するためには，国立学校特別会計の基幹経

費である教官当り積算校費と学生当り積算校費について抜本的に組みなおすことになり，慎重な

検討が必要である。したがって現状では，教官当り積算校費と学生当り積算校費について，実情
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と経済情勢に即応した単価の拡充改訂を考慮することが急務であると考えられる。

なお，総理府統計局『科学技術研究調査結果の概要』（昭和59年）をみても，昭和58年度の我

が国の研究費総額７兆1,808億円のうち，民間63.5％，研究機関が13.5％，大学等は23.0％であ

る。研究本務者40万６千人のうち民間49.5％,研究機関8.6％,大学等(大学の研究所を含む)４１．

９％で，研究本務者１人当りの研究費は，民間2,268万円，研究機関2,790万円に対し，大学等は

970万円という結果が示されている。すなわち民間を１００とすると，国等の研究機関は123,そし

て大学は43である。

教官当り積算校費の修士講座については，講座制及び学科目制との対比が表３－ａ－１のとおり

である。したがって講座制積算校費を引き上げるとともに，修士講座制の積算校費を改善するこ

とを考慮する必要がある。

表３－ａ－１教官当り稜算校費

昭和６０年度
考術分区

金額｜対非実験｜対学科目

助教授

１

１

１

手
１
２
３

肋

教授

１

１

１

講座制

非実験

実験

臨床

修士講座制

非実験

実験

学科目制

非実験

笑験

1,903,00011

7,443,000

8,078,000

2.0

2.2

１

３．９

４．２

)２

１

1,048,000

3,955,000

１

３．８

1．１

１．２

１

１

１
１

)２

１

958,000

3,4001000

１

３．５

１
１

１
１

１
１

（ｂ）施設費

国立大学の建物基準面積は，昭和30年代後半に大学の一般的諸条件を想定して算出され，その

後，数次にわたり総体的に改訂加算されてきた。さらに,大学院における教育研究の高度化,施設

整備の大型化は著しいものがあり，その対応として特殊設備には基準特例面積が,組織の拡充改組

等には基準面積が配分され充実されてきた。しかし，大学院は発足以来30年を経過し，その研究

機器，研究資料等も腫大なものとなり，研究室においてもその面積が狭陰なため，機器の利用，

資料の整理等が十分行われず，教育研究にも支障をきたしている現状である。このため，必要基

準面積と実情とがなじまない状況となりつつあるので，研究室面積の加算，資料室，展示室等の

基準面積の設定等により，研究機器の利用増大，研究資料の有効利用を図る必要がある。

（ｃ）設備費

学術研究水準の維持，発展に対する使命ならびに現実社会からの要請への対応に即した大学院

本来の教育研究活動が活発に行われていないのは，施設設備の面が極めて貧弱な現状にあること
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も一因であると言わざるを得ない。

設備関係の予算としては，昭和60年度には表３－ｃ－ｌのように，設備充実のため大学院教育研
究設備費に1,085,170千円，設備更新費に337,963千円計上されている。設備充実費については，

昭和48年度の設備調査による所要額を目標として年次的に整備充実してきているが，その後の科

学技術の発展や設備更新の必要性を考慮すると十分なものとは言えない。学術研究の進展に対応

して，教育・研究水準の向上を図るためには,今日の水準に準拠した新しい充実目標額を設定し，
その早急な財政措置が必要である。

また，特別図書購入費については，78,319千円が計上されているが，１研究科当り博士課程200

（98）万円，修士課程100（48）万円の予算では専門図謝，資料の収集が困難である（カッコ内
は実質配分額を示す)。

表３－ｃ－１昭和60年度大学院関係予算

学生当積算校我

学生初度調弁費

大学院間相互交流経費

9,895,110千円

１００７０９

１８，０６２

１人当り10,267円

1．特別研究学生経費

2．学位論文審査協力経費

1．設備充実

2．研究科新設分

10,677千円

７，３８５''

1,017,558〃

６７，６１２〃

大学院教育研究設備澱 1,085,170

設備更新賛

特別図書購入費

337,963

７８，３１９ 博士課程

修士課程

大型資料

●
●
可

■
□
■
△
（
で
〃
】
（
》
ご
幻
）

40,161

22,853

15,305

〃
〃
〃

計 11,425,333

（ｄ）事務機構

前述したように，現行制度において講座制の上に大学院が積み上げられている以上，独立大学

院等は別として，学部と分離した事務機構を設置するよりは，現在の機構を，大学院関係事務の

多様化，商度化に対応できるよう拡充整備する必要がある。

4．旧設大学院の整備拡充

研究者の養成，特に大学教官の養成という観点から見ると，旧設大学院が重要な役割を果たし

ていることは今回の調査からも明らかである。しかし，旧設大学院は前述のように多くの解決す

べき問題点を抱えており，必ずしも満足すべき状態にあるとは言えない。特に，旧設大学に新制

度の大学院が設置されたとき，旧識大学がそれまで果たしてきた研究と教育及び学位審査という

機能との関連で，いくつかの基本的問題が発生したと見ることができる。これらのうち，旧設大

学の基本構成単位とも言える講座制との関係，教養部，学部及び研究所のそれぞれと大学院との

関係，論文博士制度と大学院との関係等については，３０年を経過した今日でも未解決の問題を残
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している。

（ａ）学際大学院・学際専攻の構想

周知のように新制度の大学院を設置したとき，織座制はそのままの形で残された。しかし，講

座制は学問の伝承には有効であるが，制度そのものの持つ保守性は新しい学問の創造にむしろ支
'

障となるという指摘も多い。特に，最近のように講座の増設が極めて少なくなると，人事の停滞

が講座の閉鎖性と孤立性をより一層顕著にしており，急速な学術の進展や社会の要請に応えうる

弾力性を欠くに至っていると言えよう。

このような欠陥を持った講座を単位として，学部の上に研究科を一対一に対応させて設置され

た。近年，独立大学院等の新しい試みが実施されつつあるが，旧設大学においては基調として大

学院は学部の延長という性格を持ち，大学院の拡充は学部における講座増や学科増の結果として

従属的に行われるのが通例である。講座は学部教育の単位であるから，講座増は学部入学定員増

加を惹起し，教養部との関連へと問題を拡大させて行く宿命を持っている。

講座制に起因するような問題について，抜本的な解決はなかなか困難であろうが，少なくとも

大学院組織の活性化を図るために，各大学がそれぞれの境界条件を考噸しながら妓大限の努力を

払うべき段階にきていると言えよう。要は，講座の障壁を低くし，各研究科間の交流を促進する

方向で有効な方策を見出さねばなるまい。これに関連して注目に値するのは，いわゆる学際大学

院構想である。よく知られているように，幾つかの学部や研究所などに属する講座や部門がその

所属の区分を越えて学際的領域で総合的な独立大学院を作ろうという動きである。このような考

え方を旧設大学が学内で徐々に，しかし着実に進めることは意義あることと考えられる。

いずれにしても学際領域の教育研究にあっては，大学院において，まず学際的専攻が試行さ

れ，これが当該分野の発展とともに学問体系として定着したとき，学部教育への移行が行われ，

学科新設に至るというのが自然の順序であり，学年進行によって学部学科の後を追って大学院が

設置されるという倒錯状態は，少なくともその学問分野を我々が自分達の手で開拓したのではな

いということを示す明白な証拠であると考えるべきである。

（ｂ）附置研究所との関係

新制度の大学院が設置されたとき，旧設大学は幾つかの附置研究所を持っていた。研究所の部

門は教育が本務ではないという理由で，或る節度をもって，全部門が大学院に参加することにな

り，今日に至っている。このような決着は研究所へ大学院学生が配属される公式ルートを設定し

たことになり，良質の研究補助者の供給と，その中からの後継者の選択を可能にした点で研究所

側からの賛同が得られている。しかしこの代償として，附腫研究所は教育の義務を負うことにな

り，この時点でその性格を変更したことを意味する。大学がアカデミックな魅力の一つを失った

と言えなくもないのである。

このようにして附置研究所は大学院に参画して今日に至っているが，多くの研究所は現状に満
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足していない。研究所側が学生の供給を希望する理由と同じ事情が学部側にも当然存在し，しか

も，大学院が学部主導の形で維持されていることから，往々}こして研究所側の不満が学部へ向う

ことになりかねない。学部教官が大学院教官としてではなく，文字どおりの立場で，全学の関連

する講座部門の発展に対して最適と考えられる進学学生の配分を，その見識と責任感によって行
わない限り，問題は解消しないであろう。

（ｃ）共同利用機関等との関係

附置研究所とはやや目的性格を異にするが，近年増加した国立または大学附置の共同利用機関

等も同様の理由から大学院教育に熱心である。大学院側から考えると，共同利用機関等と各大学

院学生との関係には大別して二つのタイプがある。一つは，大学院学生がこれら機関等の所在地

に滞在して,機関等の教官に長期間研究指導を受ける場合である。他は,短期間共同利用機関等の

施設を利用する場合で,研究指導は大学院の教官から受けている場合である。前者の場合に,元来

在籍している大学院において，研究あるいは講義等の単位の認定あるいは学位論文の作成等で大

学院がトンネル機関化することについての限界が問題である。後者の場合はそのような問題はな

いが，共同利用のために機関等から支給される旅費の総枠の不足やアルバイトの中断等のための

経済的問題が利用の障害となるときがある。またいずれの場合にも，機関等を利用する際に，学

生が事故等にあう場合には，学生教育研究災害傷害保険だけが頼りであることも，場合によって

は問題となり得る。共同利用機関等が大学院に参画することは，今後も奨励されるべきことで，

これらの諸問題については慎重に検討すべきである。そして，共同利用機関等が独自に大学院を

持ちうるかについても，大学院教育，単位認定の方法等を含めて検討する必要がある。

一方，その利用には限界があるので，大規模設備が共同利用機関等に集中するのは止むを得な

いとしても，大学院学生がその活動の本拠を在籍大学に置くことができるような設備が各大学に

存在して，初めて教育の場としての大学院が成り立つことを強調したい。

（。）教養部教官の協力

大学院の整備拡充のためには，教養部の教官が大学院の教育・研究に参加しうる道が制度的に

開かれていることが望ましい。大学院担当に適格な教養部の教官の参加によって，既存の大学院

が補強拡充されるからである。なお，このことは教養部の条件の改善にもつながると考えられ

る。

現状においては，一部の大学のように教養学部の上に博士課程までの大学院を整備した大学も

あるが，一般には，教養部教官が授業担当のかたちで学内の諸研究科の教育に参加する方式が従

来から行われてきている。国立（旧設）七大学における教養部等一般教育担当教官の大学院担当

についての現状は表４－．－１のとおりである。教養学部に大学院を置くＣ大学の場合を別とし

て，教養部等の一般教育担当教官のうち，最高61.7％（Ｅ大学）から最低23.6％（Ｇ大学）まで

の教官が学内大学院の授業を担当し，研究科のうちでは文学，理学の両研究科における担当が最
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(昭和5912調べ）表４－．－２国立（旧設）七大学兼担講座設置状況調桿
顛

③学生定員’（ﾛ）専攻の基盤講座
㈹ノｉｌ:盤講座のうちの兼担講座について大学名｜研究科 専 攻

部門｜合
一

,'１
計
一
⑪
⑪
⑪
の
⑪
の
②
②
⑪
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上表は，Ａ，Ｂ，Ｃ，、，Ｅ，Ｆ，Ｇ大学の兼担講座を調べたものである（客員講座を除き，Ａ大学は一般教育を主として担当する共通講座を掲げた)。

上表中，（ｲ)欄カッコ書きは兼担講座の学生定員を内数で，（[i)欄カッコ害きば兼担講座数を内数で，（'，欄カツ＝轡きば兼担講座の教授，助教授の枠をそれぞれ表す。

（Ａ大学は共通講座に係るもの)。
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も多い゜また，研究科における学位（博士）論文の審査に，教養部教官が調査委員として加わる

場合もある（Ｇ大学等)。

また，既存の研究科の中に教養部教官による兼担講座を置くかたちで，教養部教官の大学院担

当を制度化している大学もある。国立（旧設）七大学におけるそのような兼担講座の設置状況は

表４－．－２のとおりである。この兼担講座による既設研究科への分属方式は，現在のところ一部

の大学の一部の研究科に限られているが，さらに全学的にこの方式を拡大することを検討中の大
学もある（Ｄ大学，Ｅ大学，Ｆ大学等)。

また，教養部教官の大学院担当の制度化をさらに一歩進めた方式として，教養部教官を主体と

する大学院（研究科）を新たに設置する構想がある。例えば，Ｅ大学では，そのような教養部教

官を主体とする独立研究科構想を検討中であり，またＢ大学では，教養部を「広域科学部」に改

編の上，新たに研究科を設置する計画がまとまっている。今回調査した旧設大学院について言え

ば，このような構想が積極的に検討されてよいと考えられる。

5.旧設大学院各研究科におlナる問題の多様性とそれに対する対応

旧設大学院の教育研究指導の現状，定員充足状況，学位授与の問題，国際化への対応等は，前

述したように研究科別に極めて多様である。したがって，それぞれの研究科におけるそれらの実

態について調査し，また検討した事項を以下に述べることとする。

（ａ）文学研究科

１）文学研究科の一般的状況

文学研究科の学問は，一般的に虚学的性格を有し，理工系の学問のような仕方では，直接社会

に貢献するという形にはなりにくい。ところが，近年我が国では科学技術の先端的な開発が産業

社会の機構の中に組み込まれ，大学院もそれに適合する部分だけが優遇されるということが起っ
ている。

そういう意味で，文学研究科は予算，定員等の措置において，まさに日の当たらない場所であ

り,新制度発足以来の研究科の拡充（例えばＥ大学では専攻の新設０，講座増６．５，Ｇ大学では

１専攻，４講座増）も他研究科と比べて極めて遅れている。

今後，日本の社会と文化の全体的な発展や国際関係のためには，文科系学問と理科系学問との

調和のとれた発展が是非必要であり，現在のような方向に事態が進行することは望ましいことと

は思えない。再検討を真剣に討議すべき時期にきている。

２）大学院学生定員充足状況

博士課程前期（修士課程)，後期（博士課程）とも，表５－ａ－１に示すように学生定員の充足率

は極めて高い。しかし修士課程への入学者は，４９年87.2％，５４年75.5％，５９年68.1％と漸減の傾
向を示している。

1９



表５－ａ－Ｉ文学系大学院学生定員充足状況

昭和59年４月入学昭和54年４月入学昭和49年４月入学

|i:鶚二
修士課程１年博士課程１年修士課程１年修士課程１年｜博士課程１年大学名

定員｜現員定員｜現負定員｜現員定員｜現員｜定員｜現員
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）Ｉ２【】〕１４Ｃ

８１４［〕１４０１６目Ｒ６Ｃ

１
Ｊ

441ｒ９５獄ll48Olr6ii

注1）文学研究科，人文学研究科についての集計

２）（）内は％を示す

３）進学状況

修士課程修了老中の博士課程への進学者の割合が高く（Ｅ大学の場合68％。なお参考として，

表５－ａ－１における昭和59年博士課程入学者総計の修士課程入学者総計に対する割合は80.1％に

なっている)，さらに，この博士課程進学者のうちの自大学院修士課程修了者の割合も高い（Ｅ

大学の場合91％)。これは，大学院５年一貫の教育を重点にしていることに関連するし，また大

学入学当初よりほぼ全員が大学院への進学を志向している等によるものと思われる。

４）カリキュラム

文学研究科は，その特色として授業科目の多くを学部と共通のものとせざるを得ず，研究科独

自のカリキュラムを組むことが困難な状況にある。例えば，Ｅ大学では，今年度，授業総数250

のうち大学院プロパーのもの46,学部と大学院の学生が共通に聞く授業が２０４という状況にあ

り，このことは，研究指導者の不足を明白に告げている。この原因としては，専攻数が多く，専

攻を構成する講座の数が少ないこと等があげられている。

これは，大学院教育，特に博士課程の教育を考える場合，本質的な危機といえよう。以上の状

況から脱却するため，例えば英文学と独文学専攻の教官がひとつの研究グループを設け共同研究

を行うことなどの改善の示唆が行われたが，シェークスピアとゲーテでは研究対象が個別的にな

って，共同研究の場を持つことは現状では困難であると回答された。文学部内部からの明確な改

善方針の確立が要望される。

５）教官の負租渦霞

上述のこととも関連して，学部の専門課程から大学院博士課程に至る７年間に１人の教官が多

２０



表５‐ａ－２文学系大学院博士課程入学者の追跡調査（昭和49年４月入学者）（昭和59年４月現在）
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表５－ａ－３文学系大学院博士課程入学者の追跡調査（昭和54年４月入学者）（昭和59年４月現在）
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２

（８７）5１
ロ

数の学生を指導することになり，負担過重を強いられている。

このような状況は，教官の実感として，授業におわれて自分の研究の充電の時間のエネルギー

が失われる等一種の危機感を持って受けとめられていることも指摘された。

６）専攻の数が多く，専攻を構成する講座の数が少ないこと

専攻分野が，伝統的に非常に細分化された形でlMi立されていて，それぞれ独立した専攻になっ

ている。数字で示すと，Ｅ大学の例では，１専攻当りの平均講座数は，文学研究科２．４，他研究

科５．５から10である。

７）非常勤講師の数が非常に多いこと
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以上の状況から，文学研究科では非常勤講師の数が非常に多い。これは，学生の研究テーマの

多様性に応じるためではあるが，論文指導や進路等に直接責任を負わない非常勤講師に授業の多

くを委ねることには大きな問題がある。

８）課程博士の学位授与状況

文学研究科の学位授与について，いろいろ批判を受けているが，なかなか教官の意識を変える

ことは困難であるとともに，学問の性格上歴史的な研究の積み重ねが要求され，論文も大部のも

のにならざるを得ない等の諸要因により,所定の年限で課程を修了し,学位を取得することが困難

で，その授与数も少なくなっている。表５－ａ－２，５－ａ－３に示すように昭和49年入学223名及

び昭和54年入学243名中学位取得者はそれぞれ１名に過ぎない。しかしながら国際化の将来性を

考えると，一定期間内に学位を授与することを検討する必要があり，各大学でも検討中である

(資料１の５)。なお，大学院修了者の多くは，表５－ａ－２，５－ａ－３に示すように（例：４９年入

学者の77.1％）大学等の教員になって活躍している。

（ｂ）法学研究科

１）大学院修了者の動向

昭和49年博士課程入学者47名中学位取得者は表５－ｂ－２に示すように３名である。しかし44名

93.7％は大学等の教員になっている。Ｃ大学法学政治学研究科を例にあげると，修士課程の定員

は１１０名であるが，入学者は各年10～12名程度で極めて少数である。この入学者は，博士課程に

表５‐ｂ‐１法学系大学院学生定員充足状況
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表５－ｂ－２法学系大学院博士課程入学者の追跡調査（昭和49年４月入学者）（昭和59年４月現在）
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表５－ｂ－３法学系大学院博士課程入学者の追跡調査（昭和54年４月入学者）（昭和59年４月現在）
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進学する者が大部分であり，修士課程修了で就職する者は少ない。就職する者は，主として司法

研修所である。また，在学年限内に論文を提出して博士号を取得した者は，少数である。修了者

と退学者の就職先は，大部分が教職関係であり，退学者は就職後さらに研究を続け，論文博士を

取るケースが多い（表５－ｂ－２，５－ｂ－３)。なお，大学院修学後の者の動向には，大学によっ

て鑑がある。例えばＣ大学とＧ大学とを対比すると，表５－ｂ－４，５－ｂ－５，５－ｂ－６に示すよ

うに，修士課程への入学率，修士課程入学者の博士課程への進学率には著しい篭はないが，博士

２３



課程修学者の教員への就職率はｃ大学が｝?｛jい･

２）オーバードクターについて

岐近，教職への就職が難しくなり，課程を終えて学位もなく，就職していない者が増加する傾

向にある。なお，ｃ大学の法学政治学以外の他の文科系でも在学年限内に学位を取る者は殆んど

なく，就職してから年期をいれて論文博士を取るケースが多い。

３）助手の任用期間について

Ｃ大学では助手に任用された場合の任期は３年で，任期満了後は殆んど教職についている。助

手の採用については，学生の中から優秀な者を選んで助手にしている。現在の助教授は殆んど全

部といってよいほど助手から昇進した者である。

３年という任期を固定することは，昔からの伝統で行っており，問題が生じたことはない。Ｃ

大学では他の学部でも任期のある助手と任期なしの助手という二種類の助手を採用している学部

もある。

表５－ｂ‐４修士課程への入学状況

Ｃ大学 Ｇ大学

年度
定貝｜入学者 定員｜入学者

7(15.2）

3（6.5）

5(10.9）

９（８．２）

12(10.9）

６（5.5）

６
６
６

４
４
４

０
０
０

１
１
１

１
１
１

８
９
０

４
４
５

注）（）内は96を示す

表５－ｂ－５修士課程入学者の博士課程への進学状況

Ｇ大学Ｃ大学

入学年度
入学者｜進学者｜｜入学者｜進学者

１
１
４

７
３
５

７
７
６

９
２
６

１

８
９
０

４
４
５

表５－ｂ－６博士課程修了・退学者の就職状況

Ｇ大学Ｇ大学

就 職職就入学年度
入学者数入学者数 その他

(不明を含む）

５

６

５

教員

６
８
６

１
２
１

４
３
１

６
４
７

０
７
８

１

5０

５１

５２

2４



表５－ｃ－１経済系大学院学生定員充足状況

昭和49年４月入学 昭和54年 昭和59年４月入学

大学名 修士課程１年 博士課程１年 修士課程１年 修士課程１年｜博士課程１年

定員｜現負 定員｜現口 定員｜現員 定員｜現貝｜定貝｜現員
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(28.3）
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(12.5）
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(25.0）

１７

(32.1）

１４

(35.0）

計'3鰯’ (顔?;)|]鯛’ (`６１;》||露.|(,`§i’'2鰹’ 《鰯)||蕊,“`§i)|麹21(蕊?;）
経済学研究科．商学研究科についての集計

Ｉ（Ｓ)はＩ大学商学研究科を，Ｉ（Ｋ)はＩ大学経済学研究科を示す

（）は96を示す

注1）

２）

３）

４）大学院の修業年限について

法学部の優秀な学生は学部卒業後直ちにいいポストに就職できるので，大学院５年間を経済的

に不安定な状態におくのは長すぎるという気持がある。そのため主として助手制度によって若手

研究者を養成している。

大学院の年限は，学問分野によって違ってよいということは誰しも感ずるところであり，大学

院の年限を５年とせず，学問分野によってある程度の弾力性を持たせても良いのではないかとい

う意見も多い。

（ｃ）経済学研究科

１）大学院学生定員充足状況

修士課程の学生定員充足率は表５－ｃ－１に示すように，１６～27％と低い。博士課程は49年60.9

％，５４年44.3％，５９年32.9％と漸減の傾向にある．Ｉ大学の修士課程への入学者の約半分は他大

学出身者である。同大学の修士課程の修了者は，その段階で就職する者若干名以外は殆んどその

まま博士課程へ進む。

２）学位の概念

経済学では，学位という概念が他の研究科と違っていて，昔からの伝統の学位の概念があり，

２５



表５‐ｃ－２経済系大学院博士課程入学者の追跡調査（昭和49年４月入学者）（昭和59年４月Ｊ１在）
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博士課程修学程度の論文では一般に学位の対象とはなり得ない。４９年入学１１２名中，１０年後まで

に学位を取得した者は４名，３．６％である（表５－ｃ－２）。

３）大学院修了者の動向

経済学研究科，商学研究科の博士課程入学者の動向は，表５－ｃ－２，５－ｃ－３のように，入学
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10年後には大学等の教員になった者が82.2％と多いが，５年後では522％で,オーバードクター

28.8％，その他10.7％である。Ｉ大学にあっては，オーバードクターの数は55年度をピークに減

少の傾向にある。これは，教職への就職率がよくなる反面，入学者が減ったことによる。

４）論文の質と就職との関連性

修士課程，博士課程及びオーバードクターにおける論文は，それぞれの段階で，その内容にお

いて格段の違いがあり，経済学においては，やはり年数をかけないと優秀な論文はF1}けないとい

う意見が強い。一般に，特別研究員として残ってあと１年研究を続けると非常に良い論文が許け

るようになる。良い論文ができると教職への就職が可能になる。

５）特別研究員

Ｉ大学経済学部では助手のポスト20名のうち４名を特別研究員として採用している。これは任

期１年の助手であり，これにアプライできる者は，博士課程３年修了者または前年度修了者で，

博士課程修了後２年間の者となっている。法制上問題はあるが，Ｉ大学では，これをPostDoc‐

toralFellowとして活用し，非常に効果をあげており，その枠を拡大したいと考えているが，現

状の助手定員数では困難である。

６）オーバードクター問題に関する大学への要望事項

①大学側の姿勢・認識に対する意見として，オーバードクターの現状に対する大学・教官

側の認識の不十分さをつく意見が多い。

②具体的な解決策については，＠国・公立大の満畷・学科の増設，定員拡充，スタッフの

整備，私学助成の増（iE6い非常勤依存率の解消）等について，文部杓への働きかけ，（､教

官等の選考結果を公表し，典の公募を確立する，①就職の紹介，斡旋，Ｉ)'1拓，見通しの予

測等，大学としての体制を整備する，④非常勤識師の紹介，斡旋及び当該大学における前

期教育等で非常勤講師の採用，、研究員やPhDCandidate，TeachingAssistant等の

制度化，①助手制度の改革及び特別研究員の枠の拡大，③オーバードクターへの学内奨学

金等による研究費の助成，⑰研究成果発表機会の創出等があげられる。

（。）教育学研究科

１）旧設大学院教育学研究科の諸特質

旧設大学院の教育学研究科は，戦後創設された少数講座に基礎をおく研究科で教員養成を主目

的とするものではない。実験及び実証研究を土台に市民社会の人間形成にかかわる多様な学的要

請に応えうる教育科学を軸とした人間総合科学部という性格を持っている。その意味で旧設大学

院文科系の中では，自然科学系にもっとも近い学的内実を有している。以下，今回の謝査（６大

学を対象）Ａ，別に59年３月に実施した調査（８大学対象。広島，阪大人間科学部を含む）Ｂを

中心にその実像と問題点，改善の方向をみる。

教育学研究科における実験講座．非実験講座の割合（昭和59年３月現在）は，実験75.3％，非

実験24.7％（Ｂ調査）で，文科系の中では実験講座の割合は際立って高い。しかし，その実験講
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座は助手１という形のもの，また不完全識Ｈ１(も少なくないなど，改善すべき問題点は多い。

２）定員充足率・合格率・オーバードクター等

修士及び博士課程における定員充足率は，表５－．－１に示したが，昭和59年４月現在で，修士

6696,博士89％である。もとより大学別にバラツキはあるが，Ｂ調査で，昭和50～59年の累計で

みても修士70％，博士92％となり，博士課程での充足率が高い。また同様に累計で合格率をみる

と，修士が35％，博士8096強であるが，博士課程への入学者は，当該大学の修士課程修了者の進

学率が高く，修士と博士は連続している実情が明らかになった。

表５－．－１教育学系大学院学生定員充足状況

昭和59年４月入学昭和54年４月入学昭和49年４月入学
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注l）教育学研究科についての集計

２）（）内はv6を示す

オーバードクターの定義はむずかしいが，Ａ調査で実施した昭和49fF博士課程入学者及び同５４

年入学者の追跡調査結果によると（表５－．－２，５－．－３)，博士課程入学５年後の時点では約35

96の者がオーバードクターとして研究に従烈汪ている。Ｂ調査で昭和59年３月の在籍者に対する

留年・研究生の割合をみると，

（修士課程）在籍者304名に対し，留年・研究生56名（2096弱）

（博士課程）在籍者290名に対し，留年・研究生92名（30％強）

となる。

つまり，修士課程では１学年現員の37％，博士課程では１学年現員の９５％にあたる者が，留

年，研究生として当該大学で研究に従事していることが明らかとなった。

３）大学院博士課程修了者の動向

Ａの追跡調査から，その動向をみると，昭和49年入学者では82％の者が大学等の教員として就

職している。５４年入学者においても42％の者は大学等の教員として就職し，民間企業に就職する

者は極めて少ない。Ｂ調査で，昭和55年～59年に至る５年間の累計でみても，修士課程修了者の
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表５－．－２教育学系大学院博士課程入学者の追跡調査（昭和49年４月入学者）（昭和59年４月現在）
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表５－．－３教育学系大学院博士課程入学者の追跡調査（昭和54年４月入学者）（昭和59年４月現在）
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約苑は博士課程に進学（13％の者が就職するが，この段階でも教育・研究職が多い。しかし民間

企業への就職者の割合は高まる）しているが，博士課程修了者の77％は大学等の教員，研究所１０

％，民間２％となり，博士課程修了者の殆んどが研究職についている。

４）課程博士の学位授与と今後の志向性

Ａ調査では，昭和49年博士課程入学者で4.2％，５４年入学者で2.6％の者が昭和59年４月の時点

で学位を取得しているが，Ｂ調査でみると創設以降，昭和54年まで８大学合計77件（論文博士を

含まず)，昭和５５年以降は18件で減少の傾向にはない。専攻分野別にみると，教育，心理，保健

体育，社会の順となる。ほぼ４～５％の水準である。理系と比しては少ないが，文系ではもっと

も高い。今後，学位取得者の増を図りたいとする大学は妬（８大学中６大学）で，現状でよいと

する２大学は，これまでも積極的に学位取得者を送り出してきた大学である。また博士号取得ま

での年限は短縮してもよいとする大学が妬あることは注目に値する。
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５）大学院の改善・充実の方向

ｌｉｌ大学院担当教官の年齢構成と問題点

全体的にみると50歳以上が50％強を占めており，各大学によりバラツキはあるものの，若手層

が少ないという問題を抱えている。そこには，ひとつには不完全識座が多いということと，近

年，実験講座化が進められたとはいえ，助手’という枠であり，また近年における時代の要請に

そう講座増の場合，助手枠の振替え等々の事情が介在し，若手研究者枠の制度的保障は，研究の

継続的発展，若手研究者の養成のためにも必要となっている。

（ii）設備，施設及び研究費の改善について

前述したように教育学研究科は，実験識座の比率が高いが，近年実験講座化がなされたところ

が多く，それに相応する設備，施設が整備されていない，という問題点を各大学とも抱えてい

る。文科系実験講座においては，理工系の講座と同様，実験用機器及び設備を使用して研究と実

習を行っている現状に鑑みると,現在の基準面積は現状の教育・研究になじまず,基準面積を理工

系の基準Ｘａ（395,2)，また講座内容の特性によっては，理工系基準Ｘ,(495,2）への引き上げが

必要と考えられる。また，教育学研究科における大学院教育の実`屑を考えると，非実験識座にお

いてもすでに実験的研究を行っており，非実験講座の実験化と同時に基準面積を理工系Ｘ２（295

,2）に引き上げてほしいという改善の声は強い。

また，実験的研究を行っているにもかかわらず，大学院学生当り積算校費は，自然科学系大学

院学生経費の)2であり，その改善の要，さらに大学院学生専用の研究室，また研究費及び調査旅

費の予算化など改善の要望が高いが，それが実現しない場合でも，特にフィールドワークを主と

する社会系の講座を中心に講廃費の流動的運用（特に研究旅費への流用等）を望む声は高い。

修士課程と博士課程の一貫性については，８大学中６大学が一貫性が望ましい，２大学が修士

が増えても良いとする意向を持っているが，時代が要請する高度の専門性を持った教員養成，ま

た臨床心理学的専門家の育成というのがその具体的内容である。

大学院教育に関して，学部教育との一貫性及び研究面で学部（講座）に基礎を置くあり方につ

いては，現状では両者とも「現状がよい」とする意見と，大学院の「別組織を考えた方がよい」

とする意見に分かれるが，しかし「どちらともいえない」という見解として，後者に関して，識

座と附属研究施設を基礎として研究を進めることが望ましいという見解があったが，これは尊重

すべき意見である｡何故なら，はじめにみたように，戦後，少数識座に基礎をおく研究科として

発足した教育学研究科においては，現下の厳しい財政下，これまで培ってきた研究基盤を大切に

して，それを土台に新しい時代の要請にそう実験，実証研究を進めることが何よりも必要である

からである。

若手研究者の育成，特に博士課程大学院学生の育成に関して，いわゆるオーバードクター問題

が惹起している現在，特別研究員制度が創設せられたことは，極めて優れた制度的措匿と考える

が，欧米ではすでに制度化されているテーチング・アシスタント，リサーチ・アシスタント制度

のすみやかなる制度化は必要である。と同時に，述べてきたように，教育学研究科においては，
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時代の要請にそう研究展開のためにも，現行制度の中での自然科学系に準じた，すなわち研究・

教育の実情にそった実験・実証科学識座としての制度的裏づけが必要であると思科される。それ

は，博士課程修了者の質にかかわる問題であるからである。

（ｅ）理学研究科

Ｉ）前提

我が国での理学分野の根本問題は，輸入学問の域を脱してスケールの大きい独創的な研究を育

てることである。我が国では，理学が医学・農学・工学等及び技術の基礎であることと，天文・

気象・火山・地震等の自然研究を担っていることは認識されているが，それが人文科学と並んで

文化を形成するものであることはあまり認識されていない。そのため「役に立つ」かどうかが研

究評価の基準になりがちで，スケールの大きい研究を生む土壌形成が不十分である。
２）旧設大学院の組織の現状

大学院理学研究科の組織及びそれが包含する分野については，大学間の差異がかなりある。か

なり多くの大学では，理学研究科が研究所，各種センター，教養（学）部にもまたがっているた

めに,必ずしも理学部と直結していない。しかし，旧設大学院を持つ大学では，学部を全く切り

離して大学院大学となるという考えはあまり有力ではない。また，博士課程を置かない大学で

は，総合大学院という構想もあるようであるが，旧設大学院を持つ大学の理学系の分野では，総
合大学院の議論はあまりされていない。

３）大学聞及び共同利用機関等との関係

大学院学生が他大学（外国の大学等を含む）や国立共同利用機関等で研究指導を受けること，

及びその単位認定を受けることはどの大学でも可能となっているが，なお改善の望まれる点が幾

つかある。前にも述べたように，このような大学外での研修が，特に博士（後期)課程の学生の場

合には，研究上の必要に基づくことが多い。その場合野外調査等のその他の大学外の活動を含め

て，大学院学生の旅費を支出する方法が現在よりもより多様に，またその資金枠が拡大されるこ

とが望ましい。また日米科学協力等で大学院学生が外国で長期間研究をしている実例があるが，

現在はこれを外国留学と同じように取り扱っているために単位認定等について問題が発生するこ

とがある。国内の共同利用機関等での研究においても同様な問題がある。これらの問題の根本原

因は大学院学生を，学部学生と同じように，全く被教育者としてのみ取り扱うことにあるが，現

行制度の枠内でも今後工夫改善が可能であろう。

４）大学院としての研究・教育設備の充実

大学院としての研究・教育のための設備の一層の充実は〆切に望まれることである。大規模な

設備が共同利用機関等に集中することはある程度止むを得ないとしても，高度の研究水準を維持

するためには現在ではかなり高額の設備が各大学大学院に設置されることが必要で，現状は非常

に不十分であるのに加えて，さらに経常的経費の相対的減少で今後ますます悪化する恐れがあ

る。
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表５－ｅ－１理学系大学院学生定員充足状況

昭和59丘

回但

７
５
０
５
６
１
８

１
５
９
２
８
１
９

１
１
２
１
１
１

９５

（81.2）

１２６

（81.3）

２３１

（79.7）

８１

（64.8）

１４４

（77.4）

１１２

(100.9）

８５

（86.7）

８７４

（80.8）

６
４
２
６
３
９
９

６
８
９
７
１
５
４

１
１

４１

(62.1）

７９

(94.0）

１４９

(77.6）

４７

(61.8）

９８

(86.7）

５５

(93.2）

２９

(59.2）

４９８

(77.9）

５３

（80.3）

７２

（86.7）

１４７

（79.0）

４０

（54.0）

８２

（74.5）

３７

（62.7）

４８

(102.1）

４７９

（76.6）

８３

(70.9）

１３２

(87.4）

２１７

(74.8）

６４

(52.0）

１１７

(63.9）

８７

(79.1）

７４

(75.5）

７７４

(72.2）

６
３
６
４
０
９
７

６
８
８
７
１
５
４

１
１

６８

８１

１６９

５５

１０１

５９

４７

５４

(79.4）

６９

(85.2）

１４９

(882）

４９

(89.1）

９６

(95.0）

５１

(８６４）

４３

(91.5）

５１１

(88.1）

１１７

１５１

２９０

１２３

１８３

１１０

９８

８３

(70.9）

９６

(66.7）

２０２

(77.1）

４８

(46.2）

１１１

(66.1）

１０７

(97.3）

７５

(79.8）

７２２

(72.3）

117

144

262

104

168

110

９４

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ

鯛Cｌ
1,082 ６３９6251,072計’９９９

理学研究科についての集計・

総合Ru工学研究科を含まない

（）内は96を示す

注１）

２）

３）

５）学生の志向及び社会の糯要

大学院学生定員の充足は，表５－ｅ－１に示すように，昭和49年，５４年，５９年の調査で，修士

（前期）及び博士（後期）ともに７割から８割である。理学系の大学院修士（博士前期）課程修

了者に対する産業界の需要が妓近増加している。大学による溌異があるが，博士（後期）課程進

学率の高い大学でも，３分の1以上の修士修了者が就職しているのが現状である。この傾向は,産

業界が理学系の分野について高度の一般的知識を身につけた人材を求めるようになったためで，

特定の題目について研究経験のある者を求めているのではない。まだ博士（後期）課程進学者の

著しい減少を招くまでにはなっていないが，このような趨勢を反映して大学院入学者の中に修士

修了後就職することを初めから考えている者が増加している。これに対応した教育を考えること

は，大学と分野によってはかなり現実の問題となってきている。博士（後期）課程の修了者ある

いは単位修得者についても，産業界への就職の機会は増加しつつあるが，この需要も大学院での

研究題目に挫づく場合よりも，商度の一般的知識ないし研究能力を期待している場合の方が多

い。これと博士課程修了者の研究者志向をマッチさせることが，オーバードクター問題を解決す

る一助となる筈であるが，なお今後の検討課題である。

なお，学位取得者は，昭和49年，５４年入学者の昭和59年４月における調査で，それぞれ５１１名

中69.1％，４７９名中56.4％である。なお大学等の教員になっているのは，前者の519％，後者の

34.0％である。

６）特別研究員制度
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表５－ｅ－２理学系大学院博士課程入学者の追跡調査（昭和49年４月入学者）（昭和59年４月現在）
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表５－ｅ－３理学系大学院博士謀程入学者の追跡調査（昭和54年４月入学者）（昭和59年４月現在）
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鮫近特別研究員制度が実現されたことは大変喜ばしい。この制度の運用について，肢近博士課

程を置く９国立大学理学部長会議が関係方面に行った要望の要旨を以下に記す。この制度が基礎

科学の成果の維持・発展と優れた後継者の確保に効果があると考えられるので，学問分野の適正

なバランスを考慮して運用されることが必要である。

そのため第一には，一定数の研究員が基礎科学の各分野毎に確保されることが望ましい。

また第二には，それぞれの分野に存在する，多くの若手研究者を引きつけ，学問の発展に先駆

的な役割を果たす研究課題にも相当数の研究員を確保することが望ましい。
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７）外国人留学生

理学分野でも大学院レベルでの外国人留学生の数は，増加の一途を辿っている。その受入れに

ついて，教官・事務官の定員増加等の措置が望まれる。

８）TeachmgAssistant制度

大学院学生が学部教育でチューター等の教育補助者的な役割を果たすことは，学部教育の向上

という意義だけではなく，大学院学生に教育経験を持たせることで基礎的な事柄についての理解

を深めさせ，その能力を開発するという効果がある。大学院学生を被教育者としてのみ位置づけ

る現行制度を改善して，米国等で行われているTeachingAssistant制度を導入する必要は，特

に理学分野で高く，その実現が要望される。

（ｆ）工学研究科

１）工学研究科の実態

調査の対象となった旧設の９大学全体に対して，工学系の占める割合は大きい。昭和59年度を

例にとると，修士定員の約40％，入学者数で60％弱を占める。博士後期課程においては比率はや

や減少するが，それでも博士定員の約鬼，博士課程の入学者数は20％を占め卯理学系とほぼ同じ

比重を示している。

工学系研究科を持つ８大学についての調査結果を表５－ｆ－１，５－ｆ－２，５－ｆ－３に表示す

表５－ｆ－１工学系大学院学生定員充足状況
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表５－「‐２エ学系大学院博士課程入学者の追跡調査（昭和49年４月入学者）（昭和59年４月現在）

苛盃111大Z聿等@

J１
１８

(78.3）

６９

(85.2）

１１２

(82.4）

２３

(７９３）

５５

(67.9）

７１

(６８３）

２４

(61.5）

６９

(73.4）

５

(21.7）

４３

(53.1）

５８

(42.6）

１５

(51.7）

４１

(506）

４８

(46.1）

２６

(66.7）

４０

(42.5）

Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｊ

４
４
９
１
３
３
２
９
５
２
３
９
１
６
７
４

．
．
３
．
．
．
。
．
・

７
１
４
６
６
２
３
７

１
１
２

く
く
く
く
く
く
く
く

１

（４．３）

２４

(29.6）

４１

(30.1）

１０

(34.5）

２７

(33.3）

２６

(25.0）

１１

(28.2）

２６

(27.7）

Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ

０
０
０
０
１
７
０
０
０
０
１
０
１
６
０
０

ｅ
●
●

０
１
３

く
く
く
く
く
く
く
く

Ｊ
Ｊ
ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ

０
０
０
０
０
０
０
０
３
７
１
０
０
０
３
２

●
●

●

３
１

３
く
く
く
く
く
く
く
く

Ｊ
ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｊ
ｊ

３
５
５
２
３
２
２
９
５
２
５
０
０
０
８
１

１
．
．
．
。
．
２
．

１
．

６
６
２
６
６
４

９
５

２
１

く
く
く
く
く
く
く
く

計|鑓７|’ 441｜
(75.1)Ｉ

２７６

(47.0）
６４

(10.9）
１６６

(28.3）
３

(0.5）
７

０．２）
７１

(12.1）

表５－ｆ－３工学系大学院博士課程入学者の追跡調査（昭和54年４月入学者）（昭和59年４月現在）
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る。Ｇ大学の一つの研究科及びＨ大学の二つの研究科の各々が理学及び工学博士を養成してお

り，分離集計が困難であったので，一括して工学系として処理してある。

ｌｉ）学生定員充足調べ

工学系大学院においては修士充足率が極めて高く，昭和59年度入学時の研究科別の岐高は160.

8％に達し８大学総計で120％である。これに対して博士後期課程の定員充足率はかなり低く，

３６８％である。定員の定め方に疑念があるとしても，５９年４月の時点における見かけ進学率（博
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図５－ｆ-２ 図５－「－３Ｈ大学における学位取得者数

士入学者数／修士入学者数）は14.5％であり，図５－（－１に示すように理学系大学院とは明らか

な篭がある。

１０年間に修士入学者数は５年毎に16％程度（年率約３％）増加しているが，修士定員は54年か

ら59年はほぼ一定であり，大学の拡張は止まっている。

社会は，旧設大学に対して国際水準にある良質の技術者の供給を望んでいる。現状が目的を連

しているか否かは別として，旧設大学では学部卒業生の相当部分が修士課程に進学し，しかも，

その中に成績の良い者が多いという事実から，企業は修士課程卒業生の採用に熱心である。しか

しその根拠は人材がそのように流れているという認識によってであり，修士課程における教育の
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評価によってではない。

ｌｉｉｌ博士入学者の追跡調査

博士後期課程入学者のうち平均70ないし75％（表５－ｆ－２，５－ｆ－３）が学位を取得している。

しかし，この数字はかなり大学によって異なる。博士課程の充足率と学位取得率の関係を昭和５９

年について図示すると図５－ｆ－２のようになる。学位を取得しにくいほど充足率が下がる傾向を

見ることができよう。

しかし，博士課程に対する学生の反応は図５－ｆ－２のように単純ではないことは勿論である。

博士号取得が経済的にも，社会的にもあまり魅力を持たないと感じ，３０歳近くまで自立し得ない

状態を不健全と考えており，そのような代償を払ってまで進学すべき課程とは評価していないの

であろう。この結果，工学系の博士課程は36～45％の定員充足率で，欠員が多く，他大学出身者

と外国留学生の比率は増加しつつあるように思われる。

博士課程定員充足率の低さと密接な関連を持つと考えられるのが論文博士制度である。修士号

を持ち，企業の研究機関等で研究を行い，その結果をまとめて５～10年後に学位を取得する事例

が多い。Ｈ大学を例にとり年次毎の学位取得者数を課程博士と論文博士に分けて図示すると図５

－ｆ－３のようになる。

liiilオーバードクターの実態

この調査でオーバードクターに分類された者の総数は昭和59年４月の時点で295名である。

一方５年毎の博士課程入学者数の平均値は８大学総計で約550人前後であるから，３年間の正

規在籍者数はほぼ1,650人前後であろう。したがって全在籍者数に対して過年度学生の占める割

合は15％以下と推定される。ただ，オーバードクターの人数は大学によって大きなバラツキがあ

る。多数のオーバードクターを抱えていることになっているＨ大学の場合は，その内訳はほとん

どが過年度学生である。これは３年で博士号を取得する学生数が入学者数の50～55％程度にすぎ

ないことに起因している。

２）前提

我が国の発展に科学技術が不可欠であるという観念に立つ限り，工学系大学院の充実は重要課

題である。我が国産業が国際競争力を維持するためには，優秀な人材の供給が必要である。現状

では国立大学工学系修士課程修了生がほぼその中枢を担っていると考えるべきであろう。そのた

めには，修士の基準を下げてはいけない。

３）大学院における教育と研究の因果性

大学院は，研究を通じて教育することにあると言われているが，研究は定常的進行をするとは

限らない。研究が教育的であるためには，主題が学生に理解可能であり，個々の学生の学習努力

とその効果の因果性が明らかになることが望ましい。このため逆に「教育を通じて研究する」状

態に陥りやすく，研究の小型化と質的低下が懸念される。

研究レベルを高度に維持すると，特に修士課程学生は研究補助者となり，広い視野を持った科

学技術者を養成するという目的からそれてくる。
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４）学生の志向

･我が国の繁栄が科学技術に依存しているにもかかわらず，学生は国家意識が希薄である。国が

膨大な投資をしている国立大学理工系卒業生はこの点にもっと配慮すべきであろう。

･修士課程を修了した多くの優秀な人材は博士課程に進学しようとしない。大学は産業界ほど魅

力はない。大学は，大学における研究水準を画期的に高める方策を考えるべきであり，これが

大学院を学生にとって魅力的なものにする唯一の道かもしれない。

５）大学と産業界の関係

･大学と産業界との研究開発における役割分担が明確になりつつある。法則性を追求する大学の

研究は人員，予算両面から小型化しつつある。

・産業界は大学院を有能な人材の選別機関とみているように思われる。

・産業界と大学との間における人事交流は一層困難になりつつある。企業から大学へ移る際は研

究環境や権限，給与など問題が多い。大学から企業に移って活躍できる人材は稀である。

６）大学院制度

・大学院制度について明確な意識がなく，学部教授，大学院をも兼ねる学部教授，大学院専任教

授，大学院をも兼ねる附置研教授などが職務上どのように異なるのか，明確な自覚がない。し

たがって，大学院そのものが単なる教育機関的なものとなり，昔の風格が薄れてきている。

・講座制を基本とする大学では同僚間の切瑳琢磨は少なく，講座内で接触する助手や大学院学生

の年齢層はほぼ一定である。科学技術の重要な一面である経済性に対する知識は大学では得に

くい。

・大学院が発足して以来30年以上経過し，この間に自然発生的に多様化が進んでいる。工学系大

学院のあるべき姿を見直し，大学が研究と教育とを明確な自意識のもとで行うべきである｡

７）国際交流

・博士課程における外国人留学生の比率が高まっている。留学生の多くは日本語の能力に乏し

く，高度な研究討論に参加することは不可能である。日本語教育施設を拡充する必要がある。

・他機関との協力や国際交流が叫ばれるが，この気運は大学自身の責任を希薄にする側面を持

つ。自ら踵をなすような強力な研究集団が形成されていることが前提であろう｡

（９）農学研究科

１）大学院学生の定員充足

学生定員の充足率は，表５－９－１に示すように，昭和59年４月現在で，１０年前(昭49.4)，５年

前（昭54.4）に，修士課程ではそれぞれ64.8％，59.7％であったが，今日（昭59.4）では80.8％

となっている。一方，博士課程については，79.9％，82.5％，77.5％で，ほとんど変らず，８０％

前後を維持している。

このことは，近年一部専攻によって修士課程修了者に対する一般社会からの要請が高まってき

たことを示す反面，博士課程修了者については，教官あるいは研究職公務員に対する需要が一応
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表５－９－１農学系大学院学生定員充足状況

昭和49年４月入学 昭和54年４月入学 ４月入学

大学名 修士課程１年｜博士課程１年 修士課程１年｜博士課程１年 博士課程１年

定員｜現員｜定員｜現員 定員｜現員｜定員｜現員 定員｜現負

１
１

０
０
Ｒ

８
６
Ｊ

iⅢ
２７

(64.3）

２８

(93.3）

６８

(89.5）

２４

(77.4）

４９

(76.6）

３５

(76.1）

２３１

(79.9）

４４

(55.0）

１９

(31.7）

９１

(62.3）

４１

(56.9）

１０１

(77.7）

５７

(55.3）

３５３

(59.7）

０
１
０
３
１
８

４
３
８
３
７
４

１７

（42.5）

３１

(100.0）

６８

（85.0）

２７

（81.8）

６３

（88.7）

４４

（91.7）

２５０

（82.5）

１
０
５
２
１
６

８
６
５
７
３
０

１
１
１

５７

（70.4）

４３

（71.7）

１３２

（85.2）

７６

(105.6）

１２２

（93.1）

５９

（55.7）

４８９

（80.8）

１
２
０
８
２
２

４
３
８
３
７
５

２０

（48.8）

９

（28.1）

８５

(106.3）

３８

(100.0）

５３

（73.6）

３９

（75.0）

２４４

（77.5）’計’５５１ 289 591 303 605 ３１５

注１）農学研究科についての集計

２）（）内は96を示す

表５－９‐２農学系大学院博士課程入学者の追跡調査（昭和49年４月入学者）（昭和59年４月現在）
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２４

４９
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１８

(66.7）

２１

(75.0）

４５

(66.2）

１５

(62.5）
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(55.1）

２０

(57.1）
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(63.2）

１１

(40.7）

１２

(42.9）

３２

(47.1）

１３
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２４

(49.0）

１７

(48.6）

１０９

(47.2）

１０

(37.0）

５

０７．９）

１５

(22.1）

６

(25.0）

１３

(26.5）

８

(22.9）

５７

(24.7）

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｇ

３

(11.1）

４

(14.3）

９

(13.2）

２

（8.3）

6

02.2）

４

(11.4）

２８

(12.1）

Ｏ

（Ｏ）

２

(7.1）

０

（の

Ｏ

（の

Ｏ

（Ｏ）

Ｏ

（０）

２

(0.9）

３

(11.1）

４

(14.3）

１１

(16.2）

２

（8.3）

４

（8.2）

５

(14.3）

２９

(12.6）計|麺’
安定していることを示すものと思われる。

一般に，大学院に入（進）学を希望する学生は，純農学系（生物系)，化学系専攻に多く，林

学，農業工学系専攻に少ない傾向がみられる。したがって，入学許可数については，おおむね各

専攻ごとに募集定員の20％増を上限として弾力的に調整するところ(Ｅ大学ほか)，あるいは研究

科総定員の枠内で調整するところ（Ｇ大学ほか）が多い。

また，これとは別に外国人留学生については，現在，定員の枠外としている大学が多いが，近

年志望者が急速に増加しつつある事態に鑑み，研究室の収容能力からみて，定員の枠を考慮すべ

き時期ではないか（Ｂ大学）との意見もある。
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表５－９－３農学系大学院博士課程入学者の追跡調査（昭和54年４月入学者）（昭和59年４月現在）
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07.6）

４

(12.9）

１１

(162）

５

(18.5）

１２

(19.0）

９

(20.5）

５

(29.4）

２４

(77.4）

２９

(42.6）

１５

(55.6）

１６

(25.4）

１１

(25.0）

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｇ
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８

（３２）

６５

(26.0）

２４

（９６）
３５

(14.0）

４４

(17.6）
１００

(40.0）

７４

(29.6）

(昭和59年４月現在）表５－９‐４農学系大学院博士課程入学者の専攻系別学位取得状況

昭和５４年入学昭和４９年入学
専攻系別

入学者数｜学位取得者数|学位取得率入学者数｜学位取得者数|学位取得率

農業生物学系
（農学を含む）

腱政経済学系

農芸化学系
（食品化学を含む）

林学系

林産学系

畜産学系
（－部獣医を含む）

H＆業工学系

水産学系

人６
１
１
２
８
５
１
１

１
３

１
１

％０
７
４
３
３
７
１
０

凸
■
●
●
●
●
由
白

４
３
３
４
３
７
９
４

３
戸
。
１
５
５

４

56.4％

２１．１

８４．４

11.8

100.0

７３．１

６６．７

68.0

人７
７
８
４
５
６
１
５

４
２
５
１
１
２
１
２

人９
９
４
７
５
６
２
５

３
１
６
１

２
１
２

人２
４
４
２
５
９
８
７

２
５

１
１

8５ 3８．１63.3 223計 207 1３１

注）水産学，獣医学研究科及びＤ大学を除く

２）学位取得

博士後期課程入（進）学者の追跡調査によれば，表５－９－２，５－９－３に示すように，入(進）

学後10年以内で63.2％が学位を取得するのに対し，５年以内では40.0％しか取得していない。

また，学位取得に要する年数は専攻によって異なり，化学系（農化・食化・林産・畜産などの

うち）では，ほぼ５年以内で取得する者が多いが（53～58％)，農政経済学や林政学など社会科

学系や農業工学系では極めて少なく（'0％前後)，学位取得に相当年数がかかっている。生物系

（農．林．水産などのうち）ではほぼその中間（35％前後）に位置している(表５－９－４）。

３）社会人の再教育

地方公共団体の技術系職員に対して，現職のまま，研究生として1年間再教育のため受け入れ
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ている大学（Ｂ大学など）もあるが，正規の大学院学生として在職のまま入学を許可している大

学はない。その理由の一つは，大学院は研究・教育が全日制のもとで行われているからである。

最近では，就職先の任命権者の承諾書によって入学を許可する方向で検討すべきではないかとい

う意見もある（Ｇ大学)。

４）博士（後期）課程修了者の就職

農学系大学院の場合は，表５－９－２，５－９－３に示すように,大学等の教員（大学院入学５年後

29.6％，１０年後47.2％）として残るほかは一部の民間企業（一般に研究所で，５年後14.0％，１０

年後12.1％）への就職を除いて，公務員（国・公試験研究機関が多い）として就職するケース

（５年後17.6％，１０年後24.7％）が多い。また，オーバードクターは，入（進）学後５年目（課

程修了後２年まで）に26.0％もあったものが，１０年後（同７年目）には２．６％に減少し，ほとん

ど解消する。

すなわち，５年目までに大学等の教員や公務員として就職した者は47.2％，１０年目には71.9％

に達し，その差約25％がこの５年間オーバードクターとして残留していたことになる。

次に，オーバードクター解消策として考えられる事項について検討する。

①博士（後期）課程を修了して研究職を希望しても，学部卒や修士修了者とは違って国家公

務員採用Ｉ種試験を受ける場合は専攻範囲が狭められているため，不利な傾向にある。した

がって，大学側としては博士課程修了者に対して研究職として別途の試験を行ってほしいと

要望している。

②特別研究員制度，奨励研究員制度の拡張，あるいは留学生のためのチューター制度の拡大

充実，TeachingAssistant,ResearchAssistantなどの制度を導入し，学部学生や修士課程

の学生に対する指導補助の任にあたらせるほか，科学研究費の申請，旅費の支給など研究者

としての位置づけを明確にすべきであろう。

③理系の実験講座では講座定員を教授１，助教授１，助手２としているが，これを教授１，

助教授１，講師１，助手１とし，助手の高齢化現象に伴う対応措置として助手２のうち１名

を講師に昇格させるとともに不完全講座の解消を図ることにつとめる（国立大学院大学農学

関係学部長協議会要望書，昭和59年)。

５）研究機構の整備・拡充

農学関係大学院の研究機構の整備ということに関して，政府をはじめ一般社会でも，第１次産

業関連の研究機関ということで必ずしも正当な理解と評価を示していない。しかし，発展途上国

を含めた国際的視野の中での日本の農学教育・研究という観点からすれば，大学院研究機構の整

備は極めて重要な課題である。

研究機構の整備・拡充の方向として考えられる二三の事項について述べる。

①従来の農業生産技術体系に基づき，地域性をも考慮した研究・教育を進めていく方向（Ｂ

大学)，さらには，東南アジアを主とする発展途上国に対する食糧増産のための農業技術の

開発に関する研究・教育を進める必要がある（Ｇ大学)。
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②バイオマス，バイオテクノロジーなど生物工学に関する学際的基礎技術の開発を目指して

いく方向（Ｂ大学)，農学のほか，理・医・薬・工学系などの横型専攻分野における学際的

大学院専攻の設置（Ｃ大学）などが考えられる。

③自然生態系の保全，人類の福祉を前提とした人文社会学的研究・教育の試み（Ｂ大学）も

考えられる。

要するに，現在の専攻，専攻種目に対して根本的な検討を加え，時代や社会の要請を考慮する

とともに，研究・教育の効果を目指した組織・運営の見直しが必要であろう。

（ｈ）医学研究科

Ｉ）医学研究科の問題点

医学研究科には医科学修士課程及び医学博士課程の両方があるが，Ｆ大学，筑波大学を除けば

他の大学には医学博士課程だけしかない。医学博士課程の中で臨床医学系の博士課程に関して

は，従来からカリキュラムができていない，大学院学生以外の人と同じような臨床的な義務があ

る，などの批判があり，大学紛争中はボイコットの状態が続き，その後も引き続いて入学者が極

めてわずかな大学がいくつかある。特に，厚生櫛の卒後臨床研修医制度ができ，臨床系に進む卒

業生の大部分がこの制度によって一定の金額を支給されるようになってから，同様な臨床研修を

受けながら，大学院学生は授業料を払い，一方大学院学生でない研修医は非常勤医員としての給

料を支給されるという矛盾した状況が生まれてきた。臨床系の大学院学生は将来臨床系の教官と

しての道を歩むことが期待されるので，大学院学生であっても修了後の一定期間臨床的な問題に

表５‐ｈ－１医学系大学院学生定員充足状況

昭和59年４月入学昭和54年４月入学昭和49年４月入学
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表５－ｈ-２医学系大学院博士課程入学者の追跡調査（昭和49年４月入学者）（昭和59年４月現在）
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表５－ｈ－３医学系大学院博士課程入学者の追跡調査（昭和54年４月入学者）（昭和59年４月現在）
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ついての教育を十分に受ける必要があるからである。

なお，博士課程大学院学生定員充足をみると，表５－ｈ－１に示すように，昭和49年には25.8％

であったものが，昭和54年には41.5％，昭和59年には58.9％と増加の傾向を示している。そして

昭和59年度において，大学間にかなりの差があり，35.0％から110.0％の充足率を示している。

また，大学に入学した者の学位取得は５年後に68.5％，１０年後78.9％である。昭和49年入学者

の52.1％は10年後に大学等の教員として活躍している（表５－ｈ－２，５－ｈ－３）。

２）上記の問題点に対する解決の案

上記のような臨床系大学院問題のかかえている矛盾点を解決する一つの案として，大学基準協

会「医学に関する大学院基準分科会（分科会長飯島宗一名古屋大学学長)」では，臨床系の大学院
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学生は卒後２年の臨床研修が終了したのちに医学博士課程に入学することを原則とする案を作成

した。その場合博士課程を従来の４年（例外として３年）を３年に（例外として２年）短縮する

ことを考え，現在各方面からこの案に対する考えをアンケート方式で問いあわせ，検討中であ

る。３年間を従来より１年間短縮する案を出したのは，他学部の博士課程が歯学部を除いていず

れも３年であること，卒後２年の臨床研修の後に入学すると大学院卒業時の年齢が他学部大学院

の卒業生と比べて高くなるからである。なお卒後２年の臨床研修を受けた後に大学院に入学する

ことは臨床系大学院のみならず，社会医学系ならびに基礎医学系の大学院でも研究の将来性を考

えるならば好ましいのでないかと考えられる。

なお，最近国大協第１常置委員会が報告した『大学の在り方について』のなかにも，「長期的

にみれば，基礎・臨床医学を通じて，医学研究科大学院コースは医学の発展に大きく寄与する筈

である。研究意欲の高揚，コース内容の充実，コース修了者の処遇に対する配慮などについて

は，改善の余地は充分にあると考えられる」と述べられている。そして，「医学研究科を基礎医

学と臨床医学とを－体とした教育・研究組織とし，さらに，新しいプロジェクトに対応して他学

部，研究所との共同研究を密接に行えるよう医科学研究科に再編成する」ことを提案し，「再編

の目的は，先端的な医科学研究とそれに基づく最高の医療の実現を目指す研究体制を容易に取り

得る組織とする点にある」と述べられている。このような方向での医学研究科の改組を真剣に検

討さるべきと考えられる。

（ｉ）歯学研究科

１）大学院の学生定員充足について

旧設大学院の４大学について言えば，定員充足率は極めて低く，４大学平均で23.0％～36.2

％である（表５－ｉ－１）。最近５年間の入学者はＡ大学で11.6人，Ｂ大学９．６人，Ｆ大学8.4人，

Ｇ大学5.0人である。これに対して，卒業と同時に医員及び研究生として在籍している者は，ほ

ぼ大学院学生とみあった数の医員または研究生であって，大学院学生，医員，研究生がほぼ同数

程度ずつが在籍している。一般にこれらの大学院学生の中で59年度，５４年度，４９年度の平均で2.

3人が基礎系，7.4人が臨床系である。Ｇ大学では，基礎系学生が49年度にはやや多かったにもか

かわらず59年度において臨床系が多くなりつつある。

Ｂ大学では基礎系学生が年度毎に増加し，臨床系の増加はＡ大学ほどではない。即ち基礎系希

望者が多かったＧ大学を例にとると，その後の進路等の点から，むしろ臨床系に入学することを

希望する学生が増加しつつある。このことは基礎系では修了後教官への進路がより困難であるこ

とを示している。他方，学内措置として臨床系入学者の研究指導に基礎系教官の関与を積極的に

進めている大学も多く，臨床系の学生でも臨床在籍のまま基礎系教室において，一時期研究を続

ける学生が増加しつつある。

の学位取得

大学院学生の学位取得は，昭和49年度入学者の10年後に76.2％，昭和54年入学者の５年後に
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表５－ｉ－Ｉ歯学系大学院学生定員充足状況

昭和49年４月入学 昭和54年４月入学 昭和59年４月入学

大学名 博士課程１年 博士課程１年 博士課程１年

定員｜Bi具 定員｜現貝 定員｜現貝

０
２
０
０

３
３
３
３

６（20.0）

１（3.1）

1３（43.3）

2２（73.3）

Ａ
Ｂ
Ｆ
Ｇ

０
４
２
０

３
３
３
３

1１（36.7）

４（11.8）

８（25.0）

６（20.0）

２
４
４
０

３
３
３
３

1３（40.6）

1１（32.4）

1１（32.4）

1２（４００）

注１）歯学研究科についての集計

２）（）内は96を示す

表５‐ｉ－２歯学系大学院博士課程入学者の追跡調査（昭和49年４月入学者）（昭和59年４月現在）
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表５－ｉ‐３歯学系大学院博士課程入学者の追跡調査（昭和54年４月入学者）（昭和59年４月現在）
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72.4％である（表５－ｉ－２，５－ｉ－３）。

入学より学位取得までの追跡調査を行った結果，Ｇ大学では，｜珊設時より７年後までについて

みれば，学生総数47名の内33名が学位取得者である。ただし在学４年の期限内に取得した者は８

名，３年間の猶予期間中に取得した学生24名，その後論文博士として取得した学生は１名である。
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３）大学院修了者の動向

昭和49年入学者の45.2％，昭和54年入学者の48.3％が昭和59年４月の時点で大学等の教員とし

て勤務している（表５－ｉ－２，５－ｉ－３)。しかし，開業歯科医または勤務歯科医として学外に

去る者が相当数あり，教官以外として進む者の殆んどがこれら歯科医師である。

４）研究生について

研究生については，前項で述べたように，卒業生の尾弱が研究生として大学に在籍している。

特に最近は研究生として残るものが，やや増加の傾向にある。これらの研究生の中には医員や

助手の籍のあくのを待っている者が多い。開業準備のための研究生在籍者も少ないと考えられ，

開業目的以外の者は，まずは教官に，ついで医員を志向している。おおよそ大学卒業後５年をめ

どに，開業を考えている者が多い。

５）若手研究者養成のための施策

現状では殆んど手がつけられていないのが実状である。改善の方向についても各大学で試行錯

誤の状態であり，根本的に制度を改める案から入学定員充足率等の問題等に言及しているけれど

も，必ずしも具体的な点までは立至ってない。これらの点については，昭和58年度歯学部長会議

において大学院学生定員充足を含め，後継者養成について審議をした。

lilTeachingAssistantについて

特に大学院学生を対象としてみた場合，本人の積極的かつ自発的行為として行う以外にない

ResearchAssistant等を含め，僅かな補助金によって，この制度を実施できるならば，実現が強

く希望される。

ｌｉｉｌ大学院学生の待遇改善

奨学金の増額，学会出席その他研究旅費の支給，科研費の応募資格等を希望する大学が多い。

特に大学院修了後の身分保障については，定員等の問題があって非常に困難であるが，Ｔeach‐

ingAssistant，ResearchAssistant等の制度を設けるなどの改善の余地があると考えられる。

身分保障の点で特に基礎教室への教官志望者が就職困難な点について改善が望ましい。新しい研

究分野を開拓する必要もある。

大学院の整備拡充の点で問題となるのは，歯科医師としての雇用市場が極めて限られ，大学に

残るか，開業する以外にない点が問題であり，大学院は卒後研修の肩がわりとして，学生自身は

開業前の一つのステップとして考えがちである。このため卒後研修と大学院とを明確に区別する

ことを提唱している大学（Ｂ大学）もある。

大学院が学部と独立した施設，教官，予算を持たない点について特に指摘した大学（Ａ大学）

もある。

６）教官定員の改善について

教官定員の充実の一案として助手振替講師の実施が行われつつあり，教官の待遇改善ともな

り，優秀な教官の流出防止，ひいては優秀な大学院学生の教官希望者が増えることになるので，

大いに実現を進めることが必要である。
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表５－ｊ－１薬学系大学院学生定員充足状況

昭和49年４月入学 昭和54年４月入学 昭和59年４月入学
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５
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注１）薬学研究科についての集計

２）（）内は％を示す

大学院学生の希望の増加即ち充足率とその改善のためには，大学教官の待遇改善も極めて重要

な点であるので，その他の事項とともに改善方が希望される。

歯学部増設ブームが去った現在，大学院学生を含め新しい進路開拓がこれからの課題となる。

特に基礎教官について，この感が深い。これらの方策として新しい就職先の開拓等を含め，大学

自体も努力する必要があろう。また，改善の一つとして，海外留学制度等を進める必要があろう。

（ｊ）薬学研究科

１）前提

薬学は，人命に直結する医療と密接な関係を持つ領域である。医薬品の創製，生産，管理は勿

論のこと，生命科学から環境科学にも及ぶ幅広い分野に位置し，国民の保健，医療に貢献すべき

重大な責務を負わされている。これに対応する優秀な人材の育成，供給が強く要請されている。

２）大学院学生の定員充足

昭和49年度，５４年度及び59年度における修士課程の定員充足率は104.4％，109.8％，136.1％

であり，博士課程の充足率は108.1％，９３．０％，８１．４％で，いずれも極めて高い（表５－ｊ－１）。
３）学位取得及び卒後の動向

昭和49年博士課程入学者は10年後に90.0％が，昭和54年入学者は５年後に76.9％が学位を取得

している（表５－ｊ－２，５－ｊ－３）。また，昭和59年４月の時点で，昭和49年博士課程入学者の

45.0％，昭和54年入学者の39.8％が大学等の教員として勤務している。

４）薬剤師教育と大学院との関係

医療の主軸をなす医師に対する医学教育は６年制であり，なおかつ既設の医学部はもちろん，
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表５－ｊ－２薬学系大学院博士課程入学者の追跡調査（昭和49年４月入学者）（昭和59年４月現在）
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新設の医科大学においても設置当初から大学院博士課程の設置は当然と考えられ，高度の研究と

教育が強く推進できる体制に整備されている。

薬剤師に要求される知識は医療の進歩に対して，すでに４年の大学学部教育では対応できなく

なっており，６年間の教育が切実に要望されているが，諸般の事情から実現に至らず，４年間の

学部教育に加えて大学院修士課程で教育の補足をする状況である。

５）大学院と企業との関係

大学院修了者に対する企業の評価は近年著しく高まり，企業は学部卒業者よりも大学院修了者

を強く要望する傾向にある。特に修士課程修了者に対する要望が著しく，博士課程在学者の中に

も中途において就職する者の数が増加している。

６）学生の大学院志向

大学院修了者に対する社会の要望が高い現状下では，大学院入学志望者が激増しており，特に
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旧設大学院では定員の２～３倍に達している。このため旧設大学院においては前述のように定員

の20～70％増で入学者を受け入れているのが現状である。

７）大学院の現状

薬学系を持つ国立14大学には全て大学院が設置されているが，博士課程を持つ大学は旧設の６

大学以外は４大学のみである。残る４大学にも早急に博士課程の設置が望まれる。

８）旧設大学院の将来展望

大学院は高度の研究と教育を目的としたものであるが，上記のごとく薬学系大学院では修士課

程は薬剤師に対する薬学教育の一端を担う状況下にもあるため，その整備，充実は早急に図る必

要がある。また旧設大学院のほとんどは２専攻（薬学・製薬化学）であるが，社会の要望に対処

するためにはこれでは不足で，早急に独立の１専攻（生物，生命系）を設けて，３専攻で対応す

ることが要望される。
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Ⅲまとめと提言

本小委員会は，我が国の高等教育，研究水準の維持向上，若手研究者の養成機関としての観点

から旧設大学院のあり方について調査・検討を重ねてきたが，その現状は，前述したように，各

研究科間，各専門分野間によって極めて多様で，総括的に論ずることは必ずしも容易でない。そ

の主な原因は，各研究科ないし各研究分野によって，研究の目標，方法，教育・研究組織の規

模，研究活動や人材養成への社会経済的期待等の相違によるものと思料される。

しかし，一方で，今日，我が国の学術研究が置かれている国際的立場，教官をめぐる研究・教

育諸条件，学生をとりまく修学諸環境等からみると，専門分野を超えて共通する障害や問題が少

なからずあり，これらへの対応が重要な課題となっていることも明らかとなった。

また，二十一世紀へ向けて我が国の社会と文化の全体的な発展や国際社会への貢献を期するた

めには，基礎科学の振興が極めて重要な課題である。このため，学術の全領域にわたる学問の基

盤をなす教育・研究体制の真に調和ある発展が必要であり，とりわけこれらを中心的に担う大学

院（博士課程）の整備充実は蛾も重要な課題の一つである。

以下では，これらの課題への対応方向等について若干の提言を試みたい。

1．大学院制度の弾力的運用等について

大学が，現行制度の運用について,その趣旨を生かし，独自の工夫を凝らすなど大学の自助努

力によって，改善，活性化を図ることが緊要である。

この観点から，各大学共通に取り組むべき主な事例としては以下のことがあげられよう。

①人文・社会科学系の分野では新制度による学位の概念が定着していない傾向が見られる

が，これを現行制度の趣旨に沿うよう改めるため，関係者の合意が得られるような方途を検

討すること。このことは外国人留学生の受入れとも深い関係がある。

②学際領域における研究の促進とその中心的担い手となる若手研究者を養成確保するため，

学際的な大学院研究科等の構想を着実に進めること。

③教養部教官が大学院における教育・研究指導に参画できるような措置を，より￣層整備し，

既存の大学院の補強拡充を図るとともに，教養部における諸問題の改善に資するようにする

こと。

④大学院学生の国内外の流動化を図D，幅広い資質能力を酒養するため，国内外の大学院相

互間の単位互換を積極的に進めること。

⑤附置研究所及び共同利用機関等における研究を推進し,また同時にそれらに必要な人材と
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物的資源を大学院教育へ活用するため，大学院とこれらの機関との関係に伴う諸問題につい

て，前向きの姿勢で検討すること。

⑥社会人の再教育のための大学院への受入れに関しては，学術研究の活性化及び，より多数

の若手研究者の資質の向上を図る観点から，積極的に取り組むこと。

⑦大学院は学問の進歩，時代の趨勢に対応して，自発的にその組織，研究・教育の内容，方

法等の活動状況を見直し，それらの改善，活性化を図ること。また，研究・教育活動状況に

ついて，適正で多角的な評価の方法を検討すること。

2．大学院学生の処遇

学術振興の観点からみた場合，今日ほど修士課程以降の大学院学生や若手研究者に対する期待

が高まっている時はない。その背景には，近年における助手等の採用数の減少により，若手研究

者の確保が困難になっていること，新しい学問や学際領域の開拓のため，幅広い視野を身につけ

ながら，独創的な能力を持つ担い手が必要であり，若手の学徒の養成を通じ，これらの要員を確

保せざるを得ないなどの事情があるからである。

一方，これらの大学院学生やオーバードクターの生活・研究条件は，決して恵まれているとは

言えず，このために，研究者として将来性ある者が，業半ばにして，研究生活を放棄せざるをえ

ない事例が少なからず生じている。ことに，基礎科学の発展が重要課題となっている我が国の学

術研究の将来を考えるとき，このようなことは誠に憂慮に耐えず，抜本的な措置を識ずる必要が

ある。

このためには，学術審議会答申『学術研究体制の改善のための基本的施策について』（昭和５９

年２月６日）にも提示されているとおり，自立して研究活動を行い得る者を若手研究者として幅

広くとらえることが望ましく，修士課程修了程度からの者についても，身分にとらわれることな

く考慮することが至当である。

このような認識に立ち，本小委員会は，大学院学生及びオーバードクターの処遇に関し以下の

ことを提言する。

①文部省は，昭和60年度から日本学術振興会に「特別研究員」制度を新設し，同振興会が実

施してきたこれまでの奨励研究員制度を，発展的に拡充しようとしている。また，この制度

によれば，特別研究員に採用された者に対しては，科学研究費申請資格をも認めている。こ

の制度は従来の方式から一段と発展したものとして高く評価される。しかし，その規模につ

いては，学術審議会答申『学術研究体制の改善のための基本的施策について』に示された，

研究者の需給見通し等を参考として，養成計画を作成し，これに基づいて計画的に拡充を図

られたし､。また，特別研究員に対しては，更に研究旅費の支給も配慮すること。

②特別研究員以外の大学院博士課程の学生及びオーバードクターに対しては，科学研究費申

請資格が認められていない。しかし，これらの者は，現実に研究活動を担っているので，こ
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れらの者に対しても，科学研究費申請資格を与えるとともに，研究旅費の支給をも考慮する

こと。

③現在，博士後期課程在学学生の奨学制度の大部分は，日本育英会の貸与制度によってい

る。しかし，卒業後の就職先のいかんによっては，無利子貸与であっても，その後の生活に

とって返済が大きな負担になる場合がある。したがって，返済負担の条件を緩和し，負担の

軽減を図ること。

④大学院学生は，種々の点で学部学生と異なるが，特に研究活動を中心として生活している

といえよう。したがって学部学生とは異なる居住条件を必要としている。現在では，大学院

学生用の宿舎の制度はない。そこでまず，大学院学生の研究生活にふさわしい居住条件を備

えた宿舎の建築基準を設ける必要があり，それに基づいた大学院学生用宿舎の設置を考える

こと。

なお，諸外国においては，大学院学生用の宿舎の整備は，当然のこととして進められてい

る。

⑤アメリカでは，TeachingAssistantあるいはResearchAssistantとして，大学院学生を

パートタイムで雇用し，それが同時に彼等にとっての研究を中心とする生活の条件を確保す

る役割を持っている。我が国でも実情としては，博士後期課程在学生やオーバードクターが

研究・教育体制の一部を担っており，あるいは非常勤の形態で，多様な高等教育機関の教育

に従事している場合もある。このような状況を考えるとき，我が国でもTeacbingAssistant

に類する形態を制度化し，大学院学生あるいはオーバードクターを，学部あるいは大学院の

教育の補助者として雇用し，役務の対価を支出し，これらの者の研究生活条件の向上に資す

るとともに，大学院学生の能力の開発に資するようにすること。

3．国際交流

若手研究者が水準の高い海外の大学や研究機関等において一定の期間，研究に従事すること

は,我が国の研究基盤の強化にとって重要であるとともに，国際相互理解を促進するうえでも意

義が深い。

とりわけ，我が国の学術研究活動が益々国際化している現在，大学院学生や若手研究者の積極

的な派遣が必要となっている。

また，諸外国の留学生を我が国に積極的に受け入れることについては，現在国民的合意になり

つつある。

しかし，これらの国際交流・協力の推進には，その主体となる大学にとって困難な事情が山穂

している。

このため，当面とりあえず以下の措置が必要である。

①日本学術振興会による海外特別研究員制度は，若手研究者の海外留学の機会として更に充
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実すぺきである。また，在外研究員，国際学術研究集会，海外学術調査等においても，大学

院学生，若手研究者が参加できるよう配慮すること。

②留学生用宿舎について格段の充実を図ること。

③外国の大学・大学院との単位互換等を一層進めること。

④今日の財政状況下では国費には限界があると思料されるので，積極的に民間企業からの資

金を集め，若手研究者の交流のための基金を設立することについて検討すること。

⑤なお，留学生に対し，一定期間内に学位を授与するよう，研究指導の効率化を検討・配慮

すること。

4．人文・社会科学の活性化・振興

従来，人文・社会科学系の分野は，他の自然科学系の分野と比較し，予算，定員等の措置の面

で遅れをとってきた。

しかし，最近，現代社会の複雑高度化，価値観の多様化，国際化の進行等に伴い，人間あるい

は人間集団について研究する人文・社会科学振興の必要性が再認識され，その進展への期待が高

まっている。同時に，これらの分野の振興上の諸問題についても，各方面から種々指摘を受けて

いる。

元来，この分野の研究は，人間の精神や思想に深くかかわるもので，この点，自然科学とは異

なる価値を追求するものである。このことから，その振興方策を考えるにあたっては，これらを

主体的に担っている大学，学会等の自発的な取り組みが，まず基本となる。同時にまた，この分

野の大学院（特に文学研究科等の人文系大学院）の定員充足率は極めて高く，大学入学当初か

ら，大学院への進学が強く志向されている実情に鑑みて，この分野における肢高度の研究機関と

しての大学院の拡充のための方策が図られなければならない。

このため，これらの問題を真剣に取り上げ，その活性化を図る観点からの検討の場を早急に設

けることが必要である。

このことは，学術研究全領域にわたる学問の真に調和ある発展を期するために極めて重要であ

る。

5．大学院の予算等について

学術研究の進歩等に伴い，大学院制度も多様化しつつあるが，特に旧設の大学院については，

教育・研究のための施設設備等について，その体系的な整備を図ることから財政的な基盤を確立

する必要がある。また，この施策の実施に際しては，次のような諸点について適切な配慮が必要

である。

①教官当り積算校費及び学生当り稲算校費について，実験，非実験等を問わず，実情と経済

情勢に即応した単価の拡充改訂を考慮すること。
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②近年，研究機器，研究資料等は膨大なものとなり，また，留学生も急増しており，現行の

基準面積と実情とがなじまない状況となっているので，これらの実態を見直し，建物基準面

積の抜本的見直しをすること。

③日進月歩の設備機器の高度化に対応するため，必要な設臓機器の整備充実を図ること。

④学術情報の量的増大と質的多様化に対応するため，全国的な学術情報システムを確立し，

学術情報センターシステムを整備すること。

⑤近年における大学院関係事務の多様化・高度化に対応する事務機構の整備を図ること。

⑥科学研究費補助金は，今日の厳しい財政事情下にあっても年々充実されているが，更に一

段の充実を図ること。
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Ⅳ別表ならびに資料
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総合理工学

工学

唯礎工学

農学

獣医学

水産学

環境科学

人間科学

ﾆﾌﾛﾛＩ［］

０１１６

。ＩⅡ仮

６

７７４

３４

44

1,072

３８

６
１
２
２
０
４

１
４
４
８
９

５
１

１
０
０
２
４
６

２
８
５
２
７
８

５
５
１

１

４２

９９９

１８

1， Dｌ４９：

①Ｕ６コⅥ

8６１７０

３
６
２
０
６
１
６
６
４
０

７
７
６
５
１
９
２
５
４
２

１
３
３
１
１
５

９

２

158

555

４
６
６
８
９
０
９
４
８

４
７
３
８
８
４
２
２
１

４
３
７
１
４

勺

２

６
６
２
６
５
０
６
４
０

７
９
１
１
０
４
５
４
２

３
３
２
１
６

■

２１
２
１
２
７

５
４
３

１

４
２

1,037

５４

２８９

１３

２８

1,954

１１６

５５１

２６

５６

4[】 :ロＩ■、ﾋﾟコ

｢可

L｣

１
Ｊ

5１Ⅲ】

6,1306,640５，２１６6,4842,096３，６７７計 5,884総

５５

、､
、



別表２大学院学生定員充足率

課程Ⅱ修士謡

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

８
３
７
７
６
２
６

●
ｐ
●
Ｓ
●
ｐ
白

４
８
８
１
８
０
６

０
８
９
２
１
７
４

１ ３
６
６
４
９
２
６
６
３
８
６

■
■
■
●
●
■
勺
の
●
の
●

“
町
閲
咽
９
１
５
０
８
０
７

６
２
９
２
８
０
１

３
０
８
１
３
１
３
５
６
９
９
２
４
１
１
０
５
５
９
３
０
５

巳
ｐ
Ｂ
ｃ
●
●
巴
Ｇ
Ｂ
Ｂ
■
Ｐ
Ｇ
●
曰
■
●
●
の
●
●
Ｐ

５
０
８
６
８
９
３
７
８
７
８
６
１
８
０
４
５
７
６
９
５
２

０
０
８
２
１
７
３
３
２
７
５
３
８
４
３
３
６
７
７
８
６
６

１
１

２

文学

人文学

教育学

法学

法学政治学

社会学

経済学

総合文化

商学

理学

医学

歯学

薬学

理工学

総合理工学

工学

基礎工学

農学

獣医学

水産学

環境科学

人間科学

80.3

103.7

７０８

２０．０

１０．９

５９．４

２８．１
６
６
０
８
８
９
０

●
●
■
Ｂ
●
■
●

５
４
０
４
３
６
５

９
９
０
２
１
７
６

１

９
０
０
０
４
１
４

●
●
●
■
●
●
中

２
２
５
３
６
７
６

７
８
５
１

４
１

19.0

72.2

94.4

２８６

８８．１

２５．８

16.4

108.1

５０．５

13.6

72.2

89.5

８
６
０
０
７
１
６
６
６
５
７
０
０
５

●
●
●
ｃ
●
ｂ
ｃ
●
巴
Ｄ
Ｃ
●
の
●

３
６
１
３
０
１
８
２
８
２
７
０
５
２

２
７
４
２
９
５
３
３
５
８

５
４
６

104.4

９４．２

８
８
９
７
２
７
３
１
３
Ｏ

Ｂ
ｂ
●
ｃ
ｃ
■
●
●
■
●

９
８
２
８
６
９
２
１
２
５

０
０
８
０
３
５
９
４
５
６

１
１

１
１

１
１
｛
ｑ
）
７
１
Ｒ
）
〈
Ｕ
（
ろ
Ｐ
Ｃ
（
Ｕ

●
①
●
●
巾
の
●
●
■
■

６
（
己
４
３
ワ
］
〈
Ｕ
〈
Ｕ
１
４
←
〈
Ｕ

ｎ
ｄ
１
。
）
ｏ
』
（
ｂ
（
己
（
Ｕ
戸
。
Ｐ
。
Ｑ
）

１
『
１

１
１

『
１

43.5

77.8

79.9

15.4

60.7

108.1

120.7

６４．８

５３．８

２９．６

総 計 81.2 57.0 80.4 52.3 92.3 56.0

5６
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別表３－１大学院博士課程入学者の追跡調査（昭和49年４月入学者） (昭和59年４月現在）

藤“艀|…||識嘔縛||籟零の|蕊|…蕊|外…|憾二|證馳
文学研究科

人文科学研究科

教育学研究科

法学研究科

法学政治学研究科

社会学研究科

経済学研究科

商学研究科

理学研究科

医学研究科

歯学研究科

薬学研究科

理工学研究科

工学研究科

基礎工学研究科

農学研究科

獣医学研究科

水産学研究科

３
０
２
９
８
釦
脇
６
１
２
２
０
４
１
２
１
２
７

５
７
７
３

１
１
４
４
８
９
５
４
３

１
１

５
１

４
２

１
０
３
１
２
０
４
０
３
２
２
２
９
０
２
６
１
９

５
１
３
７
６
５
２
４

３
１

３
１

３
９
９
６
８
９
６
６
閖
冠
⑬
妬
如
翠
虹
的
０
２

１
５
５
３

１
８

１
２

２
１

８
３
３
０
０
３
３
０
７
２
２
７
７
５
０
７
１
７

６
３

５
５

０
１
２
２
０
０
５
０
９
４
３
４
６
３
０
８
１
７

８
１

２
２
３
１
２

１

０
１
０
０
０
０
１
０
６
８
０
５
０
２
１
０
０
０

１

２
０
０
０
０
３
０
０
９
１
０
１
３
３
１
６
０
０

１

０
６
８
１
０
５
１
０
５
３
８
７
８
６
９
１
０
１

３
１

５
１
１

１
３

３

総 計’2,096111,177111,1741２５５１３４５１３４１３９１２４９

5７



(昭和59年４月現在）別表３－２大学院博士課程入学者の追跡調査（昭和54年４月入学者）

藤“㈱‘|入掌篝籔||蕊噸i鴫||蕊箒｡|蝿|…|魑鬮鑿|蹴二|…

１
７
１
４
３
６
９
１
６
９
３
０
０
５
８
３
４
０
２

３
１
１

３
１

１
２

３
２

１
４
７
６
２
８
７
０
９
２
２
１
６
７
５
６
５
０
０
４
２

４
１
２

２
０
１

１
６

１

４

７
４
４
２
０
１
４
０
３
６
４
７
６
１
８
４
４
０
７
２
１

６
９

４
４

１

１
０
２
１
５
６
５
４
３
６
４
１
６
２
８
１
４
１
２
１
６

９
３
３
２

１
４

６
７
１
３
１
１
４
１
７

１
１

１
０
２
０
３
０
１
０
０
２
１
０
０
３
３
９
０
０
３
３
０

７
７
２
６
５
４
５
１
０

２
１

２
１

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

お
閉
布
型
ｎ
羽
”
５
９
１
９
８
７
１
７
４
０
１
４
９
０

７
５
２
７
６
５
６
３
５

１
１

１
４
２

３
２

文学

人文科学

教育学

法学

法学政治学

社会学

経済学

商学

理学

医学

歯学

薬学

理工学

総合理工学

工学

基礎工学

農学

獣医学

水産学

環境科学

人間科学

１
０
０
０
２
３
０
８
９
１
９
５
１
６
３
８
０
０
０
１

１

２
２
１
１
０
１
０
０
９
５
０
４
５
２
７
５
０
３
０
０

０
２

２
１
２
１

３
１

１
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別表４大学院博士課程学生学位取得率 (昭和59年４月塊在）

Imi鎚科名｜噸蝋月|学位収…|鍼''昭F1鶏月|学位噸i籍激|鱸
文学

人文科学

教育学

法学

法学政沿学

社会学

経済学

商学

理学

医学

歯学

薬学

理工学

総合理工学

工学

雛礎工学

腱学

獣医学

水産学

環境科学

人間科学

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

銅
刀
氾
羽
８
弧
叱
６
１
２
２
０
４

１
１

５
１
１
４
４
８
９

７
２
６
０

８
０
９
２
０
４

●
●
●
の

●
●
●
●
●
臼

０
０
４
２
５
０
２
０
９
８
６
０
３

２
６
７
７
９
７

１
０
３
１
２
０
３
０
３
２
２
２
９

５
１
３
７
６

３
１

５
８
６
４
１
３
９
５
刀
、
羽
沼
印
矼
町
型
釦
１
４
９
０

７
６
７
３
１
３
８

１
１

１
４
２

３
２

１
０
２
０
３
０
１
０
扣
氾
虹
加
卯
姻
認
四
卯
０
３
３
０

２
１

２
１

６
６

３
１

４
５
４
９
６
３
９
９
０

４
３

●
●

■
●

●
印
●
■
■
●
●
■
●

●
①

０
０
２
０
７
０
１
０
６
８
２
６
４
４
８
５
０
０
１
３
０

２
－
。
６
７
７
７
８
６
５
４

２
３

１
２
１
２
７

５
４
３

１

４
２

350

２２

１４６

１

９

６
４
２
０
９

■
●
●
■
①

７
２
３
０
２

７
５
６
５
５
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(昭和59年４月現在）別表５オーバードクターの実態

研究科名｜昭和49年４月｜昭和54年４月｜昭和59年４月

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

文学

人文科学

教育学

法学

法学政治学

社会学

経済学

商学

理学

医学

歯学

薬学

理工学

総合理工学

工学

薙礎工学

腱学

獣医学

水産学

環境科学

人間科学

０
３
８
１
４
３
９
２
９
３
２
７
５
９
６
０
６
０
０

６
３
４
３
１
２
４

３
４

３
６
１
７
３
９

４
１

１

４
９
７
６
２
１
８
２
９
８
３
４
１
４
３
６
２
０
５

３
７
７
４
１
６
９

１
３

３
０
１
４
５
１

１

１
７

１
２

３

３
９
１
９
１
９
７
２
４
２
１
０
４
１
３
７
１
０
０
３
８

２
８

７
３
１

２
１

弱
５

０
８
１
３
１
６
０

２
１

１
１

３

1,935計 2,044総 １，２６７

注）「オーバードクター」には，次の者を含む。

（１）博士課程修了後，研究生または日本学術振興会奨励研究員として在籍
する者

（２）博士課程満了後，研究生または日本学術振興会奨励研究員として在籍

する者

（３）博士課程の最短修業年限を超えて，なお博士課程に在学する者

6０



別表６研究生，奨励研究員として大学に在籍する者

（昭和59年４月現在）

研究科名｜研究生｜奨励研究員｜その他

学
学

学
治

化
工

学
学
学

学
科
学
学
政
学
学
文
学
学
学
学
学
聲
鍵
学
工
学
学
学
科
科

文
育

学
会
済
合

礎
医
産
境
間

文
人
教
法
法
社
経
総
商
理
医
歯
薬
理
総
工
基
農
獣
水
環
人

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

０
０
５
３
３
７
１
６
０
弱
ｗ
妬
幻
町
配
⑫
、
館
９
８
９
１

５
３
８
１
１
１
６
２

２
２

１
３
８
２

２
２

２

０
７
５
２
２
２
５
７
０
３
３
０
４
８
２
５
０
０
１
２
２
２

１
１

６
１

３

７
５
９
７
０
０
７
３
０
２
０
２
１
０
０
２
０
９
０
０
０
０

２
３
２

３
２
６

３
４

９
１
１

総 計 2,795 182 594
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～

別表７－１外国人留学生（修士課程）の研究科別入学者数

昭和54年４月 昭和59年４月昭和49年４月研究科名

究
究
究
究
究
究
究
究
究
究
究
究
究
究
究
究
究
究
究

研
研
研
研
研
研
研
研
研
研
研
肝
研
研
研
研
研
研
研

科
料
科
科
料
科
科
科
科
料
科
科
料
科
科
科
科
科
料

３
２
６
６
１
５
４
３
６
型
２
７
６
３
５
４
５
１
２

２
１

３
１
２

４
１

３
７
２
２
１
３
７

１

文学

人文科学

教育学

法学

法学政治学

社会学

経済学

総合文化

商学

理学

医学

薬学

理工学

総合理工学

工学

離礎工学

農学

獣医学

水産学

４
６
１
４
１
１
９

２
４
１
７
２
２
３
２
１
０
０

１
２

１

２
１
０
１
７
７
７
１
２
０
０

１
３

１

総 計 9０ 113 325

～
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別表７－２外国人留学生（博士課程）の研究科別入学者数

沼刃⑪59企

文学

人文科学

教育学

法学

法学政治学

社会学

経済学

総合文化

商学

理学

医学

歯学

薬学

理工学

総合理工学

工学

恭礎工学

農学

獣医学

水産学

人間科学

究
究
究
究
究
究
究
究
究
究
究
究
究
究
究
究
究
究
究
究
究

研
研
研
研
研
研
研
研
研
研
研
研
研
研
研
研
研
研
研
研
研

科
科
科
科
科
科
科
科
科
科
科
科
科
科
科
科
科
科
科
科
科

０
１
０
０
１
１
８

４
３
１
１
０
３
５

３
５
３
２
０
４
７
４
１
２
６
１
１
２
０
３
０
２
１
２
２

１
１
２

１
１
７

６

０
７
４
０
３
７
０
８
１
７
０
０

１
１

１
５
８
０
４
１
７
１
１
１
０
０
０

１
３

３

総 計 6８ 116 241
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(昭和59年４月現在）別表８－１外国人留学生（博士課程）の追跡調査（昭和49年４月入学者）

外国留学|荷，二|その他研究科名

０
０
１
２
０
１
０
３
４
０
４

１
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
１
０
１
０
０
０
０
２

０
０
０
０
１
０
０
０
２
０
０

０
０
０
１
２
１
０
１
０
０
２

０
１
０
４
４
１
３
３
２
１
９

１

０
０
０
２
６
３
３
５
４
１
７

１
１

１研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

人文科学

法学政治学

社会学

経済学

理学

医学

薬学

理工学

工学

基礎工学

農学

１
１
８
７
４
３
７
８
１
７

１
１

|’ 3８１７１３１４１１１１５6８１１５１計総
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別表８－２外国人留学生（博士課程）の追跡調査（昭和54fF4j1入学者）（昭和59年４月現在）

官庁・研
究所・公
立病院等

入学者数||灘取得 大学等の
教員 外国留学|蒋仁研究科名 民間企業 その他

学

学
》
学
学
学
学
学
学
学
学
学
理
学
工
学

工
学

文
育

会
済

工
合

礎
文
人
教
法
社
経
商
理
医
薬
理
総
工
堆
腱

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

４
３
１
１
３
５
１
５
８
４
１
７
１
１
１

１
３

３

２
０
０
０
１
０
０
３
６
４
９
７
２
１
５

２
２

３
２
０
０
１
０
１
２
２
４
３
１
７
１
８

１
１

０
０
０
０
０
０
０
０
３
０
０
１
５
０
３

０
０
０
１
０
１
０
１
１
０
６
３
４
０
２

０
０
０
０
０
０
０
１
１
０
１
０
０
０
３

０
１
０
０
１
１
０
０
０
０
１
２
３
０
０

１
０
１
０
１
３
０
１
１
０
０
０
２
０
５

|｜，,|｜“’１２１］，総 計 116 ６ ９１１５
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資料１若手研究者の養成・確保のため大学院研究科で独自に行っていること及び改善の方向

１．学生定貝

2．単位数

6６

大学 a・独自に行っている点 b、改蒋しなけｵ1ばならない点・改蕎の方向

Ａ

･入学志願者が増加の傾向にあるので、研究科内に運用

定貝を設けてこれに対応している（Ｌ）

・入試を２回実施し、定員の確保に野ﾉﾉしている（獣）

･優秀な人材を定貝まであつめるよう募集、入試の改善

を図りたい（経）

･若干のＷ【攻て学生定貝が不足しているので、畑貝の要

割がある（'二）

･従iiiに比較し、人学者が増加しつつある（鰍）

Ｂ

・専攻間で融通するなど弾力的に迎月払ている

〔文・教育・H1・薬・工・風）

・５年一貫教育の充実を図りたい（文）

Ｃ

･優秀な学生については、定員にかかわらず人学させる

ことがある（人・経・農・区）

･修士課程は、予算定員の11％増で収容予定人員を定

めている（工）

･定員の111加を図りたい（人・工）

，

･予算定員の他に学部定員を設けて迦用している。専攻

間の融通を行うこともあり得る（文）

･駒座別、学科別定員でなく総定貝を基準に学生を採用

している（経・理）

･定貝以上の学生募集を行っている（工）

･一定水蛎を確保しつつ定貝充足率を高めるよう努力し

ている（経）

･前期課程の学生散枠の噌加、後期課程の定貝の充足

を図りたい（工）

Ｅ

･定貝にとらわれず優秀な学生を入学させている（教育）

･修士課程は学生の1.5倍を募集している（工）

･定員の２０％程度上乗せして幕典している（農）

･定貝の墹加を図りたい（教育・医・薬）

･独立専攻の股固等の充実を計画中である（工）

Ｆ

･定員にとらわれず優秀な学生を入学させている

(理・薬・工・基硬工）

特になし

Ｇ
･修士課程は定員の１．２倍程度入学させている

(工・総理工）

･博士後期課程の定貝を増員したい（経）

・定貝の充足を図りたい（医・歯・総理工）

､大学 a，独自に行っている点 b、改善しなければならない点一改善の方向

Ａ
●博士後期課程に１２単位を設置蕪i帆を超えて航み上げ

ている（経）

特になし

Ｂ

特になし ．仰士後期課程での必修単位(現行８単位)を廃止したい.
(経）

･専攻毎の必要性に応じて必修単位数を弾力化する(理）

，

･前期課程には３０単位を課しているが、後期課程には

課していない（文）

・外国大学の大学院で取得した単位は１０単位を限度と

して認定しうる（経）

･前期課程で３０単位、後期課程で２０単位の取得を課し

ている（工）

．研究指導の方法・内容を充実し、単位の取得方法につ

いて検肘中である（工）



３年限

４．国ｆ究指導

6７

大学 a，独自に行っている点 b・改善しなければならない点→改善の方向

Ｇ

･修士課程３０単位のうえに博士後期課程でも単位を住

得させる（経一iW士１６単位、総理工一仰士２０単位
医・歯３０単位）

、
●

特になし

大・学 a、独自に行っている点 b・改善しなければならない点→改善の方向

Ｂ
特になし ･１W士課程修了者の年飴を少しでも下げるための努力と

方法が必要である（理）

，

特になし 。極めて優秀な者については３年間の修学で修了できる

よう規定の整備をしている（医）

。特に優れた者に対する後期課程の修業年限の短縮の方

法について検討中である（工）

Ｇ
特になし ･博士後期課程修業年限の弾力化（短縮化の方向）を図

りたい（工・医）

Ｉ
･修士課程は４年までとし、修士課程及び博士後期課程

を通算して１０年を超えることができない

･瀞士後期課程３～４年以内に正規の学位を取得するこ

とを促進したいと考えている

大学 a、独自に行っている点 b・改善しなければならない点→改善の方向

Ａ

･グループ研究体制をとっているので、グループ共同研

究の中で指導している（教育）

･研究室や図書利用に可能な簸大限の便宜を(1t与し、教

官側からの随時の指導ができるよう、また大学院生同

士で相互に刺激しあえるよう対処している（経）

･所定の在学年限に鎗文提出できるよう研究指導を行っ

ている（獣〕

・グループ間の交流が今後の課題となる（教育）

．主として研究室単位で行なっているが､学問の多槻化及

ぴ境界領域の拡大にともない各専攻間の横の連絡をと

ろ指導が必要である（工）

・修士課程にあってはほぼ全員が在学年限内に論文を提

出し、博士課程にあっても課程修了と同時に論文提出

するものが増加しつつある（獣）

，
．

･外国人訪問教授による舗装を単位として塑定し、研究

指導に国際性多様性をもたせることに努力している（経）

･後期課程については学生1人当り複数の指導教官団を

栂成し、１年毎のプログラムに従い指導している（工）

･塵床学系の大学院生にも適当な項目を設定し、教育を

行う予定である（医）

･複数指導教官制の強化を図りたい（工）

Ｅ
｡仰士後期課程では、国内の他大学院、研究所等やﾀﾄIX】

の大学､大学院(留学〕での研究指導を翌定している(工）

特になし

Ｆ
・博士後期課程では、国内外の他大学院や研究所での研

究指導を露定している（理）

特になし

Ｇ
･指導教官を複数にすることができる（歯） ･大学院大学による新しい人事的拡充が必要である

(医・農）

Ｉ

･演習を重視している。経済学研究科及び社会学研究科

では、選択制の副ゼミ制を実施し、できるだけ複数教

官の指導を受けさせている

特になし



5．学位取禍

6．社会人の再教育

6８

大学 a．独自に行っている点 b・改善しなければならない点一改善の方向

Ａ

･予備審査委員会を設けて指導し、その段階を経て審査

委員会で慎璽に検討する（教育）

･論文の審査及び試験を行っている（薬）

･学位論文の内容に正点を置いている（工）

･課程博士取得が一般的な傾向となるように既設大学院

文学研究科間の合意が得られることが望ましい（文）

･指導強化が今後の課題である（教育）

･課程博士をもっとつくるよう指導強化する（経）

･学位取得に際して論文以外に数科目の評価をどのよう

に考えていくかが今後の検討課題である（工）

･博士課程修了と同時に学位取得ができるよう改善の要

があると考えられ､徐々にそoﾋﾞﾜﾋﾞ｢向に向きつつある(獣）

Ｂ

・若年層の学位取得者が次第に地力Ⅱしつつある（教育）

･一貫した研究題目による発表論文が３報以上であるこ

とを課している（薬）

.特に博士学位を所定の年限で取得できるよう迎用する

･学系間の格差を是IEする（教育）

(文・経）

･外国人留学生の学力不足による指導上の困難がある(農）

Ｃ
・５年一貫制博士課程における、修士の学位取得を奨励

している（経）

･在学年限内で、博士の学位が取得できるような方策を

考える必要がある（文科系）

，

『･修業年限内に学位を取得させるよう努力している（工） ･課程博士の養成を積極的に行うため、認定論文の積み

重ねにより学位論文につながるような位置づけをした

い。学問の性格上比較的実行が期待できそうな分野を

突破口として課程抑士の学位も取得できるよう努力し

たい（文）

．'卿士課程単位取得と学位取得が必ずしも結び付かない

点が問題であり、学位認定の水準等、検討すべき問題

が残されている（経）

・学位を取得する前に研究発表を行う方向で検討中であ

る（医）

･研究指導の内容を充実させ、修業年限内での学位取得

を更に強力に指導していきたい（工）

Ｅ
特になし 。できるだけ所定の期間内での学位取得が可能となるよ

うな方策が必要である（文・教育・医・薬）

０
･課程1W士の学位を取得できるよう指導している(教育〕 ･'四士後期課程修了時に取得できるよう指導（総理工）

又、内規等を改善する努力がなされつつある（文）

Ｈ 特になし ･学術修士及び学術博士の制定を検討中である

１

･大学院入試において外国語試験を１ケ国語にした(商）

･第２外国語については、学位論文提出時までに語学資

格試験を課することとした（商）

･学位を取得することを促進したい

･博士学位取得のための指導については、複数の教官に

よる指導等を検討中である（商）

大学 a・独自に行っている点 b､改善しなければならない点→改善の方向

Ａ

･歯科医が４年制の大学院に入学するのは困難である

．'日年度卒業の社会人も大いに受入れている（獣）

<歯）

･将来、現職教員の再教育、また臨床心理専門職員の再

教育が修士課程で必要となろう（教育）

・目下立案中である（経）



7．外国人留学生に対する措伍

6９

大学 a・独自に行っている b･改善しなければならない点→改善の方向

Ａ

･研究生で受け入れるものについては特に試験はない

が、大学院については日本人と同搬の試験を行って

いる（教育）

･募集、入試に別枠をつくって受入れしやすくしてい

る。外国人留学生を大学院生と同居（研究室）させ

て相互に刺激しあえるようにしている（経）

･学部研究生として在鰯する者はある。入試制度を改

めて留学生には特別の扱いをしている（歯）

･受入をしている。ただし入試（榊士課程の場合は惨

士論文審査）を行う（薬）

･日本人学生と同機に取扱っている（工）

・語学入試に際し、日本語も課している。その他、外

国人留学生には若干の点での入試の際、日本人より

・宿舎の充実が必要である（工）

大学 a・独自に行っている ｂ・改善しなけｵLばならない点一・改聾の方向

人

･開放のIﾘ能性も考える要がある（薬）

・爽紙がほとんどない。しかし今後田極的に迎えるよう

野ﾉ）する必要がある（工）

Ｂ

･大学院研究生として受入れている（文・底・農）

･東北大学開放調座への脇ﾌﾞJ、理学部サイエンスセミナ

－の実施等を行っている（理）

･現職技術者等の実質的な受入れを行っている（工）

・研究生ではなく、リサーチ・フェローのような制度が

罰ましｂｔ（腿）

・1年lH1で取柵できる学位又は資格があれば有効である

(展）

Ｃ
特になし ･細極的に入学させたいが、休職等の問nmがあり、検討

を要する（ば）

、

･公開銅座への惚力、大学院研究生として受入れている

(文）

･昭和５９年度から後期課程への有職者（企業）の入学

を認めている（工）

･学士人学に1Viするかたちの自由な入学制匝を図る等、

活発に取り組むよう考えている（文）

･大学院が単に研究者養成の面だけでなく、社会人にと

っての叫門的技術・社会教育の面も持つことは将来は

必然と思われるので、検討すべき課題となっている

(経）

･有職者（企業）の大学院後期課程への受入れを積極的

に雄池するため、研究指導の方法や大学院設置基準第

１７条のただし画の適用方法等について検対中である

(工）

Ｅ
･臨床系では１５～２年の臨床経験を入学条件として

いる（医）

特になし

Ｆ 。行っている（経） 特になし

Ｇ ･研究生、専修生として入学を許可している（医） ・検lljLljである（農・総理工〕

Ｈ ･再入学に関する規定がある 特になし



7０

大学 a，独自に行っている点 b、改善しなければならない点→改善の方向

人 鰻和している（獣）

Ｂ
･入学者選抜において特別選考を実施している

・修士課程における英語による授業を実施している（工）

･指導する側の国際交流経験を豊かにすること（凪）

Ｃ

･入学者選抜において特別選考を実施している

(法・経・理・工・腰・医・薬）

･研究留学生特別コースを実施している

(日本語教育及び英語による授業の実施）（工）

･宿舎等、特別な予算措置を譜ずる必要がある（工）

･入試、舗穣等における日本語問題の検討が必要である

(展）

，

･日本人学生とは別枠の特別な入試方法で積極的に受け

入れている（文・教育・法・経）

･学術研修の積極的実施（理）

･正規課程への受入れのため別途の入学試験も実施して

いる。また在学中の留学生に対し、日本での研究生活

に慣れさせるため、教官の個人指導を行っている(工）

･外国人留学生にとっては学位取得がとりわけ函要な大

学院生活の区切りとなるが、学位認定の水準の問題と

ともに、学位取得までの留学生への給費は現在は不十

分であり、改善を要する問題点である（経）

･期間(長・短)を含み、外国人留学生（若手研究者〕の

ための受入れ方法､教育方法､指導協力体制の検討(理）

゜入学試験における語学試験（２科目）に日本語を含め

て選択できるよう検討中である（医）

・毎年一定数の大学院研究留学生の受入れを検討中であ

ろ。しかし、今後大幅な増員については、指導教官、

施設、股側の充実と予算増の裏づけが望まれる（工）

Ｅ

･入試に際して多少の考慮をしている（医・良一修士）

･部内処理として特別選抜を実施している(経済一修士）

･研究留学生特別コースを実施している（学位不与、英

語で鯛穣）（工）

･私費留学生の特別入学選抜を検討中である（教育）

Ｆ ・入試に際して多少の考慮をしている 特になし

Ｇ
・定員の枠外で特別選考を実施している（教育･工・農）

・日本人学生と同等である（経）

･外国大学との単位互換と学位の認定を検討する必要が

ある（医）

Ｈ

･入学者選抜において特別選考を実施している

･19士後期課程進学及び修了時の外国語能力の検定にお

ける特別措置を採っている

特になし

Ｉ

・修士課程は特別選考、仰士後期課程は日本人と同じであ：

・学位審査基準は日本人と同じである

･学位麓文は

|:鱗驫鱗菫鰹轤，
･１W士学位取得のための外国語学力鯉定試験は

|蕊麟鍵:ｗ…

･日本語、日本砺悩、社会科学基礎概念の修得を促進す

る必要がある



8．他大学院との単位互換

7１

大学 a・独自に行っている b・改善しなければならない点一改善の方向

人

･単位互換はすでに制度化ずみ。タト国の大学院との単位

互換も制度化ずみ。又実紙もある（経）

･室蘭工業大学大学院と協定を結んでいる（理）

･単位互換を行っている（医）

・１０単位を超えない範囲で翌めている（歯）

･研究科委員会の錨を経て阻めている（薬）

･現在、室蘭工業大学大学院工学研究科と学生交流協定

を結んでいる（工）

･多くの大学と交流を結ぶには短期間、臨時に宿泊でき

ろ施股の設置が望まれる（工）

Ｂ
特になし p広域的､租極的な実施のための具体案を検肘している(経）

･予算的措置を灘じること（医）

Ｃ

･タト国の大学院での取得単位を翌定している

･東工大、埼玉大とで実施している（工）

･編入学者に対して、他大学院で取得した単位を１０単

位まで認定している（経）

特になし

、

・１０単位を超えない範囲で認めている（文）

･国内については大学院特別研究生として実施している。

また、シカゴ大学、ＵＣＬＡと協定し、実施している

･制度としてはあるが実施していない（法）

(教育）

･西ドイツ、フライプルグ大学との交流協定により単位

の互換を行なっている。また、外国の大学院で取得し

た単位は､申諭に基づいて検肘の上､適宜（１０単位以

内）麹定している（経）

･外国の大学と学生の交流及び学術傭報の交換等の協定

を締結し単位互換を漣めている（工）

･学生用の宿舎の確保が必要である（文)．

･その他についても麺極的に検討中である（教育・工）

Ｅ ･積極的に対応している 特になし

Ｆ ･積極的に対応している 特になし

Ｇ

･修士課程、博士後期課程を通して１０単位まで認めて

いる（経・理・医・農）

･工学研究科、理学研究科との間で実質的な互換を行っ

ている（総理工）

･ケースバイケースで実行可能と考えている（歯）

Ｈ ･東京大学大学院工学系研ｦ冴斗との単位互換を実施している 特になし

Ｉ
･外国の大学に留学生身分で留学した期間の履修単位に

ついてのみ認定している

･国内の他大学との単位互換については検討中である



９．国際交流

7２

大学 ａ・独自に行っている点 b、改善しなければならない点→改善の方向

Ａ

･各研究グループの教官をとおして行っており、タト[n人

研究者と院生との協同論文もある（教育〕

･在学中の留学は奨励している。外国人教授による授業

も数件の実戦あり（経）

･本大学大学院通ﾛﾘ第１５条の運用の申し合せにより、

学生が休学しないで海外学術澗査を行っている（医）

･姉妹校アルゴン･へルスサイエンス大学などと研究指導

者の相互交換を行っている。留学生は台湾、バングラ

デシュから入学している（歯）

･研究科委貝会の謎を経て可（薬）

･現在は主として外国人学生の受入れに閨まつ己､ろ(工）

･外国研究に従噸する大学院生について、在学中に少く

とも２年間の岡学ができるような指導がとられること

が望ましい（文）

･外国人教授による窮義を増やす方策を検討中である

(経）

・今後は相互に交流できる方法を確立する必要がある

(工）

Ｂ

･外国の大学との交流協定を締結している

。仰士課程学生の国際共同研究への参加を行っている

(H1!）

・一層の進展を図ろ（文・教育・経）

・予算的措遇を:IlUること（経・医）

･派迫先大学（欧米等）からの受入れの促進（腿）

Ｃ

･外国人研究生制度を設け、外同人の受け入れを図って

いる

･大学間の協定による外国大学との学術及び学生交流、

教官レベルでの国際交流を欄極的に行っている

･中国科学技術大学との研究協定により教官の派週及び

受け入れを行っている（工）

･協定締結技の墹加を図る

，

・プーナ大学（インド)、オパーリン大学(米１１１)、南

京大学（中E]）等と協定を結んで毎年交流している。

いずれも全学的なものであるが､本研究科が企画し出発

させたものであり、連用は全学的に行っているが、本

学部としては特に積極的に対応している（文）

・院生の外国留学及び外国からの留学生の受入れを８１種

的に行うとともに、フルプライトなどの資金による長

期の外国人研究者を極極的に招いている（教育）

･英lXlのウォーリック大学との交流協定により、同大学

への囲学を奨励している（法）

･西ドイツ、フライプルグ大学との協定に基づいて、毎

年留学生の交換を行っている（経）

･日本学術振興会の招へいﾀﾄlZ1人研究者等に対し本研究

科の研究指導を依頼するなど、欄極的に活用している

(工）

･交換留学生は文部省派沮であるが、予算上の制約から

毎年の派沮が必ずしも保障されておらず、交流の実を

あげるのに制約となっている｡協定による派適留学生に

ついては給費を無条件に保障することが望ましい（経）

･今後も更に発展させ、推進の方向で検肘している。な

お、外lZ】人客貝教授の制度化並びに圃際交流関係予算

の増額を強く要望する（工）

Ｅ ･積極的に対応している 特になし

Ｆ
･特定大学と協定を結んでいる研究科（学部）が多いが、

大学院学生の交流はあまり行われていない

特になし

Ｇ

・大学間（学部間）による活発化を狙っている（工）

・外国大学で取得した単位を翌める（１０単位まで・股）

・国際交流協定を結んで積極的に対応している

(文・医・展・総理工）

･外国留学制度の枠の拡大を図る（現行４件、理）

･姉妹学部関係を結び研究学生の交流を図ろ（医・・歯）

･財政的裏づけの確立が必要である（工）



10．その他

7３

大学 a・独自に行っている ｂ、改善しなければならない点一改善の方向

Ｉ

･現在、シェフィールド大学（英）、オックスフォード

大学セントアントニーズカレッジ（英人Ｈ・Ｅ.Ｃ(仏１

タマサート大学（タイ）の４大学との交流協定を締結し

ている

･外国人留学生及び研究員の増加に鑑み、学内に国際交

流会館（宿舎）の新設をのぞむ声が高まっている

･日本人大学院生の海外留学の便宜を一周烟大する必要

がある

大学 a・独自に行っている ｂ・改善しなければならない点一改善の方向

Ｂ
特になし ･臨床系大学院について、根本的な制度の改革が必要

である（歯〕



資料２大学院学生の現状

１．研究受

7４

.？－軒衷旋■

大学 関連事項

八

・１人１４０００円を限度として、学部購入図曾の一部分を指定させる

●１人４００枚を限度として、ゼロックス費用を公費で負担する
(文）

・研究グループ経費の中で、院生の研究費は実質的にまかなわれている（教育）

･研究室利用の外、年間1人４万'11分の必要図譜選定を許している（総額８０万円)。またコピー使用料として

1人２万７千円分を負担している（経）

･大学院生当積算校費にもとづき各調座・部門に支給している（理・医）

・院生経費は余りにも少ないので、調座費でカバーしている（歯）

･約１０万円／年（薬）

・既定の学生経費では不足なので、調座費の一部を割いて補充している（工）

・講座研究費の中で行っている（獣）

Ｂ ・学生は一つの研究グループの一員として研究活動をしており、その枠内で必要な研究費（教官研究費、学生当

積算校費等）が支出されている

Ｃ ･積算校費の他、講座の研究費、科学研究費等により若干の補城を行う場合がある

･コピー代、番箱費について実質的補助を行っている（法）

，

・研究費及び光熱水料は各研究謂座経薮の中で実質的にまかなわれている

・大学院学生の論集発行経費として別途に１８７千円配分している

･大学院学生の複写寮として１人当り3.100円、計469千円配分している

･大学院学生当積算校費を用いるのみでは不十分なため、

い（法）

･現在は、殆んど大学院生の個人負担である

(文）

調座研究費をも利用している。個人への割当てはな

･研究資料の複写費は、一定の基準により、校費負担を認めている（１人・年間１，３００枚程度）

・教官研究費やその他の研究費に依存するところが大きい（工）

(経・理）

Ｅ ･大学院学生に対する積算校費によっているが、識座の研究費でやりくりしている場合もある

Ｇ

･大学院学生に対する積算校費によっているが、訓麗のりI究涜でやりくりしている場合もある

以外のほか次の場合がある

･同窓会から若干の研究補助金が与えられている（又）

・科学研究掴その他奨学寄附金による場合もある（薬）

(理・厩・工・薬・腿・総理工）

Ｈ ･学生経費等（国立学校特別会計､圓立学校費）を各専攻に配分し、各専攻で執行している

Ｉ ･後援会基金から、修士論文、卿士論文（単位修得論文を含む）の作成予定者に対し、研究援助金を交付してい
る

大学 関連１Ｍ項

人

･公費では支出できない〔文・週・法・経・理・底・薬・農・獣・水）

･院生に対する研究補助という名目で、教官各自が一人4,000円を拠出（ポケットマネー）して、学会発表等々

の補助としている（教育）

・自費が原則である。諸種の補助をしている例もある（歯）



3．タト国留学

7５

大 学 関連事項

Ａ
･旅費が予算化されていないので、学生の負担あるいは教官の私費に依存している（工》

．とくに予算化していないが、各舗座で教官が私費で補助する場合もある（獣）

Ｂ

･原11ﾘとして個人負担。研究グループの全体のために必要な旅行に限り、科学研究費等から主として博士課程学

生に旅費を支給している研究科がある（理・農）

．－部を委任経理金により援助している研究科がある（歯・工）

Ｃ ･博士課程では、場合により、委任経理金等を活用している（腿）

，

･校費では支出できないが、将来は、学会出席の旅費位はまかなってやりたい（文）

･若手研究者を養成するためには、大学院学生にも助手と同槻に研究旅費を支給することが必要である（法）

。特に支給していないが、必要な糊合は教官の個人負担にたよっている。予算措置を要望する（工）

Ｅ

･一般的にはない

･受託研究費、奨学寄附金（委任経理金）等により支給している研究科（展）また概算要求を行っている研究科
(工）はある

Ｇ

･一般的にはない

。やむを得ず謝金の形で実費を補助することがある（理・腿）

･奨学寄附金より一部を捻11Ｉすることがある（薬）

。－部教官のポケットマネーより支出することがある（工）

Ｈ ･昭和５９年度配分額は、大学院学生経費：１３ｑ３６８千円、研究生経費：２２５９千円である

Ｉ ･後援会基金から、学会報告者に限り、若干の研究旅費の補助を出している

大学 関連ク1Ｊ項

Ａ

･留学は公募のものを利用するか、私費留学かである（文）

･研究グループで闘学の手だてはつけるが、経費は私費となっている（教育）

･休学願を提出ざせ旅可する（理）

･単位互換制をともなう場合と、ともなわない場合がある（医）

･実例はあるが、費用は自弁するのが原HⅡなので困難が多い（歯）

。必要なら可（薬）

･大学の基金等によって外国留学させる制度はまだ確立されていないが、本人の希望については、各専攻の申し

出により許可している（工）

・自費（農）

･稀に在学のまま一年狸度の外IXI留学を認めている（獣）

Ｂ ･各研究科とも伺費（学生国際交流制度）又は私費による留学を翌めている

Ｃ
･中国への留学者が増加している（人）

･単位の認定、研究指抑の認定（博士のみ）を認めている

，

･年間３０ケ国位からの募集があり、積極的に応募しているが採用は虚しい

･オバーリン大学、プーナ大学、南京大学とは国際交流制度により行っている（文）

･文部省や民間の資金を活用して、積極的に進めている（教７７）



4．奨学制度（日本育英会以外）

7６

大学 関連耶項

，

(シカゴ大学（1名)､スタンフォード大学（１名)､ローマ大学（１名)、イリノイ大学（1名)、ＵＣＬＡ（1名）

の大学へ留学生を送っている）

･奨励している〔法）

･西ドイツ、フライプルグ大学との協定に基づいて、年】名の留学生を派過してし、ろ。また、各種公募国

学生制度により劇学する学生も少なくJぱい(経）

･外伺圃学のための学内基金はなく、制度上のものに限定されるが、留学にあたっては、単位互換制度が活用さ

れている（理）

･休学をして留学することになっている〔医）

･学生国際交流制度により、外国の大学と交流協定を締結し、単位互換を鯉める等、学生の派遺に対し祇極的で

あり、今後も拡大推進していきたい（工）

Ｅ
･身分を休学とするかどうかは研究科によって取り扱いは異なっている

｡工学研究科のように単位の盟定や研究指導の盟定を望めている場合もある

Ｇ

･在学のまま就学可能。但し１年を限度として鰹めている（経・工・総理工・理・薬・農）

・１年以上の場合は身分を休学として認める（凪・他）

．但し、修士課程では10噸位まで承望している（腰）

･可能である。単位互換制による外国留学を行っている（医）

Ｈ ・単位認定も含め規定に基づき実施している

Ｉ ．［､位認定も含め規定に基づき実施している（W[攻分野により海外留学を奨励している）

大学 関迎ＩＩＪ］！[Ｉ

Ａ

･学部内で独自のものはないが、日本証券財団の奨学制度を利用している学生もいる（教育）

･申萌は自主的にさせている（法）

･民間等奨学金は公募である（研究科として独自の奨学制度は有しない）（理）

･毎年２～３件ある（薬）

･民間会社等の制度を利用している（工・獣）

･IiIl窓会奨学寄附金を利用している（農）

Ｂ ･民IUI財団、地方公共団体淳の奨学金制度があるが、採用者は極めて少ない

Ｃ ・自治体、民間団体の奨学制度がある

，

・日本証券奨学財団（給付）３年に１回、西秋奨学金（貸与）（文）

・西秋奨学会、竹中育英会、大華財団（教育）

・民間の奨学財団等から支給を受けている（法・理・医・工）

･現在、前期課程２名、後期課程１名の学生が大学経由の民間奨学金を受給しているが、民間奨学金は額が少な

く、これは例外的なケースであり、数年に1度受給可能となる程度である（経）

Ｅ ･民iⅡ団体や若干の自治体の奨学制度を利用する

Ｇ

。あり（緩）

･分野によって民iH1団体（企業等）から奨lib金を受ける場合がある（理・薬・工・総理工）



5．オーバードクターを解消するため、特にとっている対策

6．ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント制度等の導入

7７

大学 関連巾項

１ ・日本証券奨学財団

大学 IIU連､１$頓

八

･対策なし（文・田・法・理・医・段・獣・水）

・研究指導（論文折導）と就職斡旋以外有効な手だてがない〔教ff）

･指導の強化、入試の厳11；（経）

･オーバードクターは当研究科では大きい問題になっていない。大学以外に臨床医となる道（開業など）がある

ためである。また教官でも学外に転じて臨床医となることもあって流動性が大きいこと（特に踏床系綱廃）も

ある。逆にこれが大学に研究者が留まらない原因にもなっている（歯）

｡特になし。現在は各鯛座ごとに努ノルている（薬〕

･会社、研究所にドクターを鰍用するよう依頼している（工）

Ｂ
･研究科内での－時しのぎの対簸は望ましくないとする研究科（剛）と、教務系技官、パートタイマー等による

一時的服用対策が柵造化している研究科（展）がある

Ｃ

･大学院研究生制lHiを実施している

･若手研究者一覧を作成し、他大学、研究機関に配付している（経）

･修士課程修了時における就職の推進を行っている（圏）

、

･助手制度を利用する（法）

･助手制度を仰士課程蝋位取得者の研究継続のために積極的に活用している。また、若手研究者一覧を毎年作成

し、関係大学等に配布してfW報提供に努力している（経）

Ｅ

･薬学研究科のようにオーバードクターの数が少ない－部の研究科を除き、一般に各研究科ともその対策に苦慮

しているが、適切な方策がない。一部の研究科では次のことを行っている

①博士後期課程進学１１１（入試前）に充分なガイダンスを行う（工）

②任期を設けて助手に採用する（人文・社会系）

③若手研究者の一覧表を各大学へ配布している（経）

Ｇ

･大学、研究所だけでなく、企業への就麗を奨励している（理）

･学術振興会の奨励研究員として採用されることを期待する（展）

．任期を設けて助手に採用している（人文・社会系）

Ｉ

･博士課程修了者のために特別研修生制度を設け、引き続き研究の機会を提供している。また、経済学研究科及

び社会学研究科では、毎年、若手研究者一覧表を作成して、関係大学、研究樋関等に送付し、人事週考に供し

ている

大字 関連⑰項

Ａ

・ティーチング･アシスタントについては、全学的な合恵が｡bれば行いうるが、現在は不可能である。リサーチ.

アシスタントについては、大学院生の科学研究費による研究への参加が認められれば、部分的には可ＩＩＥである

が、現在大学院生は研究分担者になりえない（文）

・導入していないが、制度的に導入ができることが望ましい（教育）

｡ぜひそのような方法を導入したいが、現行制度上かくかめる（経）

・本人が自発的に実習指導などの一部を担当する場合はあるが、有給の制度はない。ただし、外国人留学生（研



7．助手の任期制

7８

大学 IHI巡り『項

Ａ
究kI;など）に対するチューター制皮は活１１ルている（鯛）

･現制度においては不可能であるが、今後このような制度を作ることが必要である（工）

Ｂ ･導入している研究科はない

Ｃ

・外'五1人留学生のためにチューター制度を災施している

．－部専門課程で、リサーチ・アシスタントIMI皮を導入している（]:）

o大型計算機センターのプログラム折抑報を行っている

I〕

･意欲はあるが、現行法規にしばられて不『１能。将来できればIMIUrとして導入したい（文〕

･大学院生は、例えばサブ・ゼミのチューター輔の形で、学部ゼミにおいてテイーチング・アシスタントの機能

を砺実｣己受け捲っているが、I1jU庇的に導入するに至ってはいない(経）

･目下、検討中である（理）

Ｅ ･外国人留学生チューターの制IXを実施している（｣:）

Ｇ

･制度としてはないが、ごく短期IIll少人散をアシスタントの形で雁っている学科がある（理）

･導入していない。ただし教育の一因として、大学院学生が教育等に関与することはある（医）

・先任助手１名をテイーチング・アシスタントとして低命している（歯）

･大学院学生を教務指導貝（インストラクター）として擬ルル、学部低学年学生の実験、語学Ｌ、Ｌ・の指導翻

助業務にあたらせている

｡蟹用の面で困難なため、一般的には導入して９１ない。ただし、外111人留学生のため、毎年、一定期間[lＭＩＩする

社会科学基硬セミナーのチューター（３人以内）には、大学院学生を、学内で公募・採用している

大学 １Ｍ巡・1１噸

八

０２年（但し概ね任期の更新によって振出、昇任まで在任しうる）（文）

・３年（但し特別の耶由があるときは２ヶ年を限庇として、任}11を廷氏することができる）（法〕

。!～３年間（経）

Ｂ ・３年（文）・最高５年（法）・２～３年（緩）

Ｃ ・３年（法・政）・２年（経）

、 ・３年（法）・２年（経）

Ｅ ・人文・社会系の学部でｌ～２年の任jUl制をとっている

『 ．無し

〔Ｈ ・３年、最大限４年迄（文》・２～３flZ（教育）・２年（法・経）

Ⅱ 。無し

・１年（経）・２年（商・法・社）



資料３大学院の将来

（イ）大学院の今後の整備拡充について

１．社会のニーズに応えるために

7９

大学 閲迎平項

Ａ

･瑁境動態研究センターの設澄について概算要求中である（鼠）

･現職教貝の再教育等々少なくとも修士課程のあり方について、検討すべき段階に入っていると考えられる

・社会人の再教育を立案中である（経）

(教育）

･医学はヒトの健康を守り増進するという人類社会の要謂をうけて、研究領域も多槻化し医学自体も発展をとげ

ている。この現実をふまえて医学研究科の整備拡充をはかりたい（医）

・歯科医は終生研修を必要とする。このために必要なものは卒後研修の鯛であって、これは本来学部・大学院で

はカバーしきれないものである。しかし、これが制度として存在しないため、しばしば大学院に同代りされて

いるのが実情で、大学院の正常な発達を阻んでいるため、研修制度の確立が必要である

また、①診断治療や予防体系に役立つ研究が畑える必要がある

②解決がせまられている緊急WI項について稠極的な対応が望まれる

③歯科塵床において応用できる研究を大学院で行うようにしたい

･慨算要求として第３専攻（生体薬学）を要求中である（薬）

という意見もあった

(歯）

。①社会的ニーズの高い分野についての学生定貝の噸貝が望ましい②教育・研究の高度化に対応するためには、

麺物・設備の充実が必要である③情報システム関連分野の銅座燗が必要である④教官定員の増貝が必要で

ある⑤学際領域の調座拡充と定貝の確保・教官定員の畑貝が必要である（工）

･従来の専攻、Ｗ[門に対し、根本的な検肘（専攻の新殿改組等）を加え、時代や社会の要賄を者恩すると共に、

研究教育効果の向上を目指している（展）

･敬育・研究田境の整備が急務であり、、現状は全く不充分である（獣）

Ｂ

･学部と大学院とが有機的一体をなす独自の大学院大学としての制度的基礎を確立することにより、東北地方に

おける社会科学の拠点的な教育・研究機関として、地域社会に対し多搬な貢献を図ろ（経）

･一般的には新しい社会のニーズを作ることは考えても、現在のニーズに直接応えることは考えていない（理）

･生物薬学系独立専攻の新設、高水姻の薬剤師教育等を考えている〔薬）

･大学院を中心とした教育・研究鼠境の栂築を:+画中である（工）

。新しいニーズ、特に広羨のバイオテクノロジー基礎技術の１１１１発、自然生態系保全、人間の福祉を前提とした人

文社会科学的研究・教育の試み等について検討中である（展）

Ｃ

･国際化への要繭について、学術及び学生交流を､Ｉ向きに推逸する（工）

･学生定員増を検討中である（工）

･修士課程におけるジェネラリスト養成に関するスクーリングの強化を図る（農）

．新しい分野における大学院(横型専攻）を股置する（農〕

，

･高校教員養成（高等学校教諭一級普通免許状取得のための）を積極的に行いたい（又）

・目下、専Ｐ１職業人養成のための修士課程の新設を検討中である（教育）

･実務教育ないし社会人再教育のためにも、博士課程（前期課程）のほかに修士課程を設けることの是非、及び

大学院カリキュラムの整備拡充について検討中である（法）

･大学院教育が、大学卒業後の社会人にとっての専門的技術・社会教育に欄極的な役割を果すことは、時代の要

繭ともいえる。このような社会人教育のためには、大学院スタッフの一層の充実、大学院人駄制度の見直し、

学位取得の水準、社会人大学院修了者の処j､、留学生の就学諸条件の充実等、検討すべき問題が多いが、航

向きに取り組むべき課阻と思われる（経）

･社会の発展のためには、直接役に立つ技術者も必要不可欠ではあるが、自然科学の基礎的研究なしには将来を

展望しその発展を望むことは困難である。したがって、既存の学問分野はもとより、中間的境界領域の研究の

発展のため、基礎的学問研究分野の若手研究者の猛成と併せ、既設の学問分野の整鮒、新しい学問分野の拡充

が早急に望まれる（理）



2．学問の発展・研究課題の多様化への対応（学問の内在鯖理）として

8０

大学 関連耶項

，

･教育内容を充実させるため、特別なトレーニングコースを必修として課すよう3f画中であるｂまた、研究活動

に刺激を与え、各専門分野の情報交換を盛んにするよう学内における研究発表会を充実させる予定である（医）

・産学共同の研究を推進し、外来訓師を企業から招く尋、産業界との迩絡を密にし、社会のニーズを的確に捕え

既WV攻の改福と新専攻の設冠についての検討が必要と考える（工）

・農学部組織運営検討委員会で検討中である（農）

Ｅ

･国際化への要調について、タト個人留学生の受入れをBi極化する（経）

･社会人再教育について、今後検討課題とする（経）

･修士修了者は企業等の上級技術者となることが多いため、修士課程は定貝の１５倍を幕粟している（工）

･学生定員の増加を考慮中である（理・I量）

Ｇ

・検討中である（法）

･民1111との共同研究も極力推進する（理）

･国際化への要萠について、外同人留学生の受入れの拡大、外国大学院学生の単位の認可（医）

･修士課程修了者を採用する企業が多いので、研究科総定貝の枠内で専攻により定貝以上を入学させることがあ

る（展のうち風化・食化工など）

･学際的分野の専攻の設囲を検討している（総理工）

Ｈ

･昭和２８年に大学院が設置されたが、さらにその質的.、的充実をはかり、我が国の科学技術の進展に寄与す

るため、既設の大学院理工学研究科のほかに、昭和５０年度から、学部・学科とは直接の対応をもたない、い

わゆろ学際的分野の専攻群によって柵成される大学院として総合理工学研究科が股置された

そのほか、研究体制の充実のため、現在四つの附設研究所が置かれている

Ｉ ･研究科内の各エリア別に、現行の授業料目体系について、定期的に検討を加えている

･担当教官を墹貝し、大学院の研究・教育体制を塾1楠したいと考えている

大学 1111巡・IｉＸＩ

Ａ

・基幹鯛座の増設について概算嬰求中である（週）

･謂座燗が不可欠に必要である（教育）

･実質的に複数指導教官による典団的指呼を行う（経）

･調座ＩｌｌＩの協同研究・プロジェクトチームの－個の発股が望まれる。その中核となるべきものとして、本学部刺

詮以来「中央研究部｣を作ってあるが、未だに定貝化が認められず凶確な状態にある。また、多様化すればする

ほどかえって基礎的教育・研究の充実は必要であると考えている。また「修士課程を作ることを考えたい｣、

｢情報網の確立が必要」という意見もあった（歯）

・他学部、他大学からも入学し易い様に試験制度も検ＯＩＩ中てある（薬）

．①教育内容の見禰し②専攻相互間の脇ﾉjと交流(3)産学協同研究の推進（１t）

・他研究科とのiii位互換制度の活用、非常jUl灘師の1N力ＩＩ幕を図りたい（獣）

・医・風はｌに随]じ

Ｂ

･大学院レベルでの教育組織と研究組織のiij欄成を考えている（唖）

･調雁ではない大学院のユニットを考え、学際的に対応すべ<極々の形態を槙索↓１１である（I藍）

･学科・専攻の枠を越えた「特定研究機柵」の設置を毒えている（ｌ:）

･学問の多様化、細分化に伴う研究者の職人化と、社会経済面のニーズによる学問研究教行に対する圧ﾉﾉに対応

するため、同際交流を通じて方策を検lljする必要がある（農）

Ｃ ･外同人客貝教官による、際的視野からの敬育の充実を図る（経・］:）



(ロ）他の敬育研究機関との関係

ａ・旧股大学院他研究科との関係

８１

大学 関連頭頂

Ｃ ･学術的分野における大学院綱座の充実を図る（工・風）

、

・カリキュラムの再幅成、他研究科との積極的交流等を考えたい（文）

･各講座において、日常的教育活動のなかで工夫をこらしており、研究科としてまとめて答えることは困難であ

る（教育）

･大学院カリキュラムの整備拡充につも'て検討中である（法）

､最近の科学技術の発展、専門化と多梯化の深化に対しては、大学院教育の果すべき役割は－個大きくなってい

るが、これに対しては、大学院担当教官の一個の充実が絶対に必要であり、例えば、大学院専任教官の制度

によって、現在の大学院担当教官が定期的に、大学院の研究、教育に専念し、また研究上の国際交流を深め得
るような条件も塾lWiすべきではないかと思われる（経）

･基硬研究は、理学研究科の生命である。基礎科学で得られた成果は、他の学問分野に対しても冠要な貢献となる。

学問の発展と充実のためには、それに対応する研究条件（研究者の配置、所要経費の設定等）の整翻が砥要な
課題と考える（理）

・学際領域の学問の発展に対応し、これまでの単専攻のみの教育・研究から複数専攻における教育・研究体制を
確立する必要があると考える。又、大学院のカリキュラムについても、工業技術の多梯化と急速な発展に対応
していくため、極端に－つの専門系に偏らないよう基礎・共通学科目の充実をはかる必要がある（工）
・医・農は１に同じ

Ｅ

･学際的分野について尋、独立専攻、大学院調座の設置、再飼の実施並びに推進を3+画中である

・タト国人客員講座の設囲を計画中である（経）

･他大学院、研究科等とのＩ楓位互換制度が必要である（医）

(文・理・工・展）

Ｇ

･今後の研究体制及び優れた研究者養成の対応を検討中である（教育・法）

･研究施設・設備（コンピューターなどの導入）の改善・充実を図ろ〔経）

･学際的分野（独立専攻）について、組織の制度的砿立が急務である（理・医・工・座・総理工）

･附属施設（腰場・ijil習林など）の大学院専門狐目の整術を行う（腰）

Ｉ ・１．に同じ

大学 1111連ⅢＩ咽

Ａ

･専門分野と研究上の必要とに従って、大学院生を相互に委脆.受舵することが容易になるような措囲のとられ

ることが望ましい（文。ｂ，ｃ、ｅ、についても同じ）

･医学研究科には諸孤の援助を受けている。今後も一四の交流が必要となろう（歯）

･いずれに対しても交流し易い態勢をとる必要がある。ただし 、これを実行するためには他大学、他学部の間に

おいて受入れ及び交流態勢の検討が必要である（薬.ｂ～ｅについても同じ）

･他研究科関連専攻の受鋼及びMB同研究の奨励が必要である（工）

･単位互換制度が活用できるよう検討している（獣）

。必要に応じて連拠を強化したい（水、ｂ～ｅについても同じ）

Ｂ ･他研究科の授業科目の刷修、研究科間の研究協力は必要に応じて行われている。修士取得後の転研究科の例も

ある。これらは、学際領域研究の必要性から、もっと積極的に推進すべきである（経・医）

、 ・指導教官が必要と鯉めだときば、他大学院、他研究科の、位修得を認めている（文）

・他大学大学院の教官が、毎年一定数非常勤調師として大学院教育に参加しており、単位互換制度よりも優れた成



b･新股大学院との関係

c・共同利用研究所との関係

8２

大学 関連頭頂

，

巣をあげている。したがって、大学院非常勤鯛師の手当・旅費の拡充が強く望まれる（法）

･他研究科との教育・研究｣二の協ﾉﾘ体制を確立することが好ましいと考えている（工）

Ｅ

．必要に応じて学生の指抑上の交流を行っている（教育）

・非常勤講師を依頼する（経）

･単位、研究指導の互換を図っている（理・工）

〔｝

・言語、情報に関連ある他研究科とのより密接な協ﾉ]を推進する（文）

｡可能な限り交流を図る（理・隅）

･単位互換・研究指導を相互に行っている（医と歯、総理工と工）

大学 I掴淫OII項

Ａ

．ａに同じ〔文・薬・水〕

･交流の活性化は望まれるが、本研究科自身でその前に解決すべき問題の方が大きい（歯.ｃ・。．ｅについて

も同じ）

・合同セミナー等、相互交流の渦発化に努めている（獣）

Ｂ
・他大学卒業者の入学、他大学院修士課程修了者の煽入学の数は少なくない。東北地方の特性を考慮し、より－

周の開放を図る（経）

Ｅ
･修士修了者の博士後期課程への受入れを図ろ（教育・理）

･単位、研究指導の互換を図ろ（理・工）

(｝
・修士修了者の博士後lIH課程への受入れを実施している（文・理・腰）

・単位互換・研究指ill等に人的交流を行っている（医）

大学 １ｍ速・1＄Ｉ、

Ａ

．ａに同じ（文・薬・水〕

。ｂに同じ（歯）

・当字部附属乳幼児発達臨床センターは、共同研究施設なので、他大学研究者との交流はすでにある（教育）

･学内共同利用施設（大型計算機センター、スラヴ研究センター）との関係は一屈密にしたい（経〕

･共同研究貝として、修士課程のq学生も認めてほしい（工）

･各大学院との交流を盛んにする必要がある（農）

Ｂ
･必要性に応じた交流が行われている。

・１W±課程の学生を研究指導蚕ＩＩＥのために１～２年間派過しても}る（理）

、

･国立民族学博物館、アジアアフリカ言語文化研究所等と交流がある〔文）

･特殊機器による栢極的な研究交流が行われている

等）（理）

(例：岡崎国立共同研究機櫛、高エオルギー物理学研究所

･現在、共同利用研究所の一部の部門が工学研究科の専攻の一部として編入されているし、今後も派迫大学院

生の制度等を活用し、弧極的に関係を深めていきたいと考える（工）

Ｅ ･研究指導の依頼（理・工）



d･教養部との関係

e･私立大学大学院との関係

8３

大学 関連ｑｌ項

Ｆ ･研究指導の依頼を実施（理・工・基礎工）若しくは検討中である（文）

Ｇ ．可能な限り交流を図る（理・医・歯・工・総理工）

大学 １１０迎’1F項

Ａ

。ａに同じ（薬・水）

｡ｂに同じ（歯）

･教養部の保健体育の教官を抱えており、教養部との関係はふかく、現在も保健体育の教官は大学院での教育.

研究に従率しているが、学科目の調座化〔大講座）が教猛部改革とのDM連で課題となっている（教育）

･学科目経済学担当の教官の脇ﾉjを以前にもまして要論したい（経）

】）

・木学では教養部を改顛して「広域科学部」を新設する計画を概算要求中であるが､この計画によると、大学院と
の係がりについては、文科系教官は新設する「総合文化研究科」、理科系教官は既存の理学研究科において、
それぞれ大学院教育に従Ｉ１Ｔすることとしている

Ｃ ・教養学部教官の相当数が各研究科を担当しているが、これを維持していきたい

、

･教養部教官を大学院担当として指導願っている（文・教育・法）

･将来に向けて、教養学部および総合学術研究科等の栂想が検討中であるので、その実現に協力し、実現後も繁

密な協力関係を保っていきたい（文）

･学部学生の四年一貫教育に関連する若手研究者（助手・大学院学生）の教育分野への参加、ティーチング。

アシスタント制度の導入を検討している（理）

･教養部の一部の教官については、工学研究科の担当は勿論、専攻の一部として緬入されている（工）

脳
， ･全学的に教養部教官の大学院参加について、独立研究科桐想を含め検討中である

Ｆ ･全学的に兼担調座の設囲により教養部教官を大学院に包含している

Ｇ ・教養部教官の大学院参加について実施しているか又は方策を考えている（文・経・理・風）

。－股教育科目等担当教官の一部にも、大学院の鋼iSi担当を依頼している

大学 llU迎.IＴjri

人
．ａに同じ（文・薬・水）

．ｂに同じ（歯）

ｕ ･将来、予算措置を詞じて碩極的に交流できるようにしてほしい（|蚤）

Ｃ ･非常勤講師の招へいを行っている

】Ｉ

･専攻によってはiH極的に密接な協力体制を立案中である（文）

･私立大学の大学院にも非常勤鋼師を依頼している（法）

･研究テーマによっては、私}Z大学との共同研究を行っている（工）



(ハ）若手研究者の養成・砥保、大学院の整佃拡充にとっての障害

肝魂Ｚｆの妻成・砥(泉に珂すら阿智
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．＝＝ｒＷ迺塞の空所・砿（具に鯨Iする画再

大学 関連ｑＪ項

Ｅ ･単位、研究指導の互換を行っている（理・工）

Ｇ

･単位の互換を可能にすることを検酎中である（文・理・歯・農）

･指導を依頼している（経・医）

大学 関連Ｕｌ項

Ａ

･教育職・研究職への就職先の不足（文・医・展・獣）

･奨学金の貸与額・被貸与者数の醸少（文・教育・経・歯・凪）

･国内・外の他大学・研究槻関での研修制度の不備（文）

･研究費の不足（因・理・歯・工・水）

･助手等のポストの不足（週・歯・工）

･教官（助手）の定貝削減（教育・既）

･不完全識座が多い（教育・水〕

･若手志願者の減少（法・経）

･旅費手当の不支給（経・薬）

・ポスト・ドクトラル・フェロー制度等の不備（理・薬）

・科学研究費の応募資格が阻められない〔理・歯）

･他分野研究者との交流・門戸開放がない（薬）

･教官人邸の停滞（不足）（工・獣）

･研究鼠境の不'１N（獣）

Ｂ

･就職見通しの不確実性（教育・経・薬・KEL）

･ポスト・ドクトラル・フェロー制度の不備（経・理・工）

･奨学金制度の不備（教育）

･学生身分の持つ数々の制約〔敦育）

･修業年限、学生定員等大学院制度の欠陥（理・工）

･研究設備、研究費の貧困（理・医・薬・農）

･教官人事の閉鎖性、停滞（医・農）

･産・宮・学共同研究体制の不備（薬〕

Ｃ

･就駄ポストの不足（人・経・腿）

･研究費の不足（経・工・農）

･ポスト・ドクトラル・フェロー制Ur等の不備（工・医）

･研究室、研究設備等の不傭（工・鹿）

･奨学金打ち切り後の翻楓制度が充実していない

、

･取務等を含めて学部の上に乗った大学院制度（学部と独立した大学院）（文）

･教育職・研究颪への就蔵先の不足〔教育・経・工）

･若手志願者の減少（教育）

･奨学金貸与額の減少及び制度の不備（法・経・医）

・オーバー・ドクター対策の不'１W（法）

・大学院修了資格の格付の欠除（経）

・生活費・研究費の補償がない（理・医）

･研究者の定員の不足及び持迎の改善（工）

・社会人の再教育を含む、企業人の受入れに対する大学側のＢｉ極姿勢の不足（工）



Ｌ‘

b･大学院の整繍拡充に対する障害
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大学 関連事項

回

･研究職、教育職への就職先が不足（文・教育・経・理・典）

･ポスト・ドクトラル・フェロー制度の不備（文・法・理・工）

･無職者に対して科学研究費の申醗資格が認められていない（文）

･博士後期課程のカリキュラム欠如（教育）

･大学院学生のための研究室、研究用図曾等の物的条件の不備（法）

･研究費の不足（経・医・薬・工）

･指導教官の不足（医・薬・工）

Ｆ

･就職先の不足（多数の学部）

･育英奨学金に給付についての親の所得制限（医）

･生活費の不足（人・経・歯）

･思考力の低下（法）

Ｇ

･助手およびこれに噸ずるポストの不足（文・経・総理工）

・研究職、教育職への就職先が不足（文・教育・法・経・理・工・医・歯・良）

･課程1W士を仕上げる慣行の欠如（文・法）

･ポスト・ドクトラル・フェロー制度の不補（教育・理・工・･凪・総理工）

･院生の奨学金額、助手‘瓢師、助教授の俸給額が依然低いこと（経・法・理・医）

･研究費の不足、旅費支給制度の欠除（経・医・歯・理・工・風・薬）

･博士課程修了者の求人圏､求融双方の恵鐡の問題（理）

Ｈ ･今後の検討、項

Ｉ

･私立大学をはじめ、大学・研究槻関における若手教員・研究者の採用が少ないこと

･若手研究者のための奨学金が不十分であること

．大学院学生をはじめ若手研究者の海外留学の161会が少ないこと

大学 IlU迎耶項

人

･研究施設・股(１１１、研究費の不足（田・教育・法・経・医・薬・工・獣・水）

･教官散の不足（経・医・薬・獣・水）

･大学院独自の教育・研究組織・施股等を持たないこと（理・歯・座）

･他研究科、研究所との交流制度が不十分（薬）

･卒後研修の卿代りをしていること（歯）

･院生に対する学会等出喪のための旅費の不支給（法）

Ｂ

･研究施設・設嚇、研究費の貧困（教育・経・医・工・塵）

b旅費、人件費等ソフトマネーの不足（経・理）

･学部教育の負担過愈、大学院専任教官の充実（教育・経）

･教官定員の不足（教育・理・医）

･専攻、諭座等専門領域の細分化、固定化（理・凪）

･専攻の新設、大学院学生定員燗の抑制（理・工）

･大学（特に大学院）の平均化政策（理）

･組織的国際交流の遅れ（農）

･大学院専用駆務槻栂の不禰（医）

Ｃ ・大学院独自の予算、組織、施設が十分でなく、学部への依存度がはなはだしい（人・経）



註）（ハ）の項については、各大学院から３項ずつ提示されたものをまとめたものである
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大学 関連ｑＪ項

Ｃ

･大学院専任教官がおらず、教育に十分な時間をあてられない（経）

･教官、研究補助融貝及び躯務官の不足（工）

･建物の老朽化及び設伽の不足（工）

･予算及び定員の不足（工・農）

、

･入学定員の改訂（文）

･研究施設・設備・研究費の不足（文・教育）

･就職ｉｌＢの不足(法）
・専攻科目の増設、大学院専任教官制度の充実（経）

・基硬研究充実のための建物資格面孤の拡大と予算措置（理）

．ａに同じ（工）

Ｅ

･大学院独自の組織、設備等が確立しておらず学部に依存していること（文・法・経・薬・段）

･研究費等予算の不足（文・法・医・莱・工）

･教官、研究補助職員の不足（教育・経・理・医・薬・工・股）

･設禰の不足（経・理）

Ｆ .･黙座燗、独立専攻等の設題がなかなか塊められないこと（多数の学部）

０

･研究費の不足、研究施設・設備の不足（文・教育・法・理・医・歯・綴理工）

･教官散の不足（文・法・経・理・医・歯・農・総理工）

･他大学院との協力体iiIjが不十分（文）

･将来の研究職の不足（教育）

･研究成果発表の場の確保が必要〔教育・経）

･大学院の修業年限が非弾力的であること（経）

･予算不足、学際大学院の設立が困醗（医）

･現行の大学院制度は学部からの積み上げ方式であり、制度自体に欠陥があること（薬・農）

･独立大学院大学の柵想を考えよ（薬）

･定貝の振替等に対応することが困難（工）

･キャンパス間の連絡が不備（総理工）

Ｈ ･今後の検討事項である

】

･大学院の研究機関としての独立化及びそれに伴う機構整備がされていないこと

･大学院担当の専任教官が配置されていないこと。このことは、個々の教官にとって、学部の鋼穣・ゼミナール

の負担が多く、大学院の方がややもすればHIU次的になりがちであること

･大学院研究科事務機欄の整備がされていないこと
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